
(57)【要約】

【課題】本発明は本人認証システムを構築するうえで有

用な指紋データ登録装置に関し、ユーザーの指紋データ

が単独で流出或いは盗用されるのを確実に防ぐことを目

的とする。

【解決手段】指紋を読み取るための指紋センサを設ける

。指紋センサの出力に基づいて、第１指の登録指紋デー

タ、および第２指の登録指紋データをそれぞれ生成する

（ステップ１００～１０６）。第１指と第２指の登録指

紋データを合成して登録合成データを生成する（ステッ

プ１０８～１１４）。記憶部には、登録合成データを登

録する（ステップ１１６）。

【選択図】　　　　図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
指 紋 を 読 み 取 る た め の 指 紋 セ ン サ と 、
前 記 指 紋 セ ン サ の 出 力 に 基 づ い て 登 録 指 紋 デ ー タ を 生 成 す る 登 録 指 紋 デ ー タ 生 成 手 段 と 、
複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ を 合 成 し て 登 録 合 成 デ ー タ を 生 成 す る 登 録 合 成 デ ー タ 生 成 手 段 と 、
前 記 登 録 合 成 デ ー タ を 記 憶 す る 登 録 合 成 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 登 録 合 成 デ ー タ 生 成 手 段 は 、 前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ を 演 算 す る 論
理 和 デ ー タ 演 算 手 段 を 備 え 、 当 該 論 理 和 デ ー タ が 前 記 登 録 合 成 デ ー タ で あ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ 記 載 の 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 登 録 合 成 デ ー タ 生 成 手 段 は 、
前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ を 取 得 す る 論 理 和 デ ー タ 取 得 手 段 と 、
前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 積 デ ー タ を 取 得 す る 論 理 積 デ ー タ 取 得 手 段 と を 備 え 、
前 記 論 理 和 デ ー タ と 共 に 、 前 記 論 理 積 デ ー タ 、 或 い は 、 前 記 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々
の デ ー タ の 、 前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 で の 重 複 数 を 含 む 登 録 合 成 デ ー タ を 生 成 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 指 紋 デ ー タ 取 得 手 段 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 登 録 合 成 デ ー タ 生 成 手 段 は 、
前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 相 対 位 置 関 係 を 変 更 す る 相 対 位 置 関 係 変 更 手 段 と 、
複 数 の 相 対 位 置 関 係 に つ い て 、 前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 積 デ ー タ を 取 得 す る 特 定
用 論 理 積 デ ー タ 取 得 手 段 と 、
前 記 複 数 の 相 対 位 置 関 係 の う ち 、 論 理 積 デ ー タ の デ ー タ 数 を 最 大 と す る 相 対 位 置 関 係 を 特
定 す る 相 対 位 置 関 係 特 定 手 段 と を 備 え 、
前 記 特 定 さ れ た 相 対 位 置 関 係 に お い て 前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ を 合 成 し て 登 録 合 成 デ ー
タ を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の 何 れ か １ 項 記 載 の 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ を 合 成 す る こ と で 構 成 さ れ て い る 登 録 合 成 デ ー タ を 記 憶 す る 登 録 合
成 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、
指 紋 を 読 み 取 る た め の 指 紋 セ ン サ と 、
前 記 指 紋 セ ン サ の 出 力 に 基 づ い て 認 証 指 紋 デ ー タ を 生 成 す る 認 証 指 紋 デ ー タ 生 成 手 段 と 、
前 記 登 録 合 成 デ ー タ 記 憶 手 段 か ら 、 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ を 取 得 す る 対 照 用 登 録 合 成 デ ー
タ 取 得 手 段 と 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ を 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ と 対 照 さ せ る こ と に よ り 、 当 該 複 数 の
認 証 指 紋 デ ー タ に よ る 認 証 の 可 否 を 決 定 す る 認 証 可 否 決 定 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ は 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ で あ り 、
前 記 認 証 可 否 決 定 手 段 は 、
第 １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る
も の の 数 を 第 １ 一 致 数 と す る 第 １ 一 致 数 取 得 手 段 と 、
前 記 第 １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま
れ な い も の の 数 を 第 １ 不 一 致 数 と す る 第 １ 不 一 致 数 取 得 手 段 と 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 当 該 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ
れ る べ き 前 記 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ の い ず れ に も 含 ま れ な い も の の 数 を 登 録 合 成 デ ー タ 不
一 致 数 と し て 取 得 す る 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 取 得 手 段 と を 備 え 、
前 記 第 １ 一 致 数 、 前 記 第 １ 不 一 致 数 、 お よ び 前 記 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 の 少 な く と も 一
つ に 基 づ い て 、 当 該 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ に よ る 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ５ 記 載 の 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 。
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【 請 求 項 ７ 】
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ は 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ と 共 に 、 前 記 論 理 和
デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の 、 前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 で の 重 複 数 を 含 む デ ー タ
で あ り 、
前 記 認 証 可 否 決 定 手 段 は 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す る 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の う ち 、 第 １ 指
の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の 重 複 数 を 減 ず る と 共 に 、 重 複 数 １ 以 上 の デ ー タ の み
を 残 す こ と に よ り 第 １ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 す る 第 １ 認 証 後 デ ー タ 生 成 手 段 と 、
前 記 第 １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す
る 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る も の の 数 を 第 １ 一 致 数 と す る 第 １ 一 致 数 取 得 手 段 と 、
前 記 第 １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す
る 前 記 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ な い も の の 数 を 第 １ 不 一 致 数 と す る 第 １ 不 一 致 数 取 得 手 段 と
、
第 ｎ 認 証 後 デ ー タ が 有 す る 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の う ち 、 第 ｎ ＋ １ 指 の 認
証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の 重 複 数 を 減 ず る と 共 に 、 重 複 数 １ 以 上 の デ ー タ の み を 残
す こ と に よ り 第 ｎ ＋ １ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 す る 第 ｎ ＋ １ 認 証 後 デ ー タ 生 成 手 段 と 、
前 記 第 ｎ ＋ １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 第 ｎ 認 証 後 デ ー タ が 有 す
る 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る も の の 数 を 第 ｎ ＋ １ 一 致 数 と す る 第 ｎ ＋ １ 一 致 数 取 得 手 段 と 、
前 記 第 ｎ ＋ １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 第 ｎ 認 証 後 デ ー タ が 有 す
る 前 記 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ な い も の の 数 を 第 ｎ ＋ １ 不 一 致 数 と す る 第 ｎ ＋ １ 不 一 致 数 取
得 手 段 と を 備 え 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ れ る べ き 前 記 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ の 数 を Ｎ と し た 場
合 に 、 前 記 ｎ は 、 １ ≦ ｎ ≦ Ｎ － １ を 満 た す 全 て の 整 数 で あ り 、 更 に 、 第 Ｎ 認 証 後 デ ー タ に
含 ま れ る デ ー タ の 数 を 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 と し て 取 得 す る 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 取
得 手 段 を 備 え 、
前 記 第 １ 一 致 数 、 前 記 第 １ 不 一 致 数 、 前 記 第 ｎ ＋ １ 一 致 数 、 前 記 第 ｎ ＋ １ 不 一 致 数 、 お よ
び 前 記 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 の 少 な く と も 一 つ に 基 づ い て 、 当 該 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ
に よ る 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ は 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ で あ り 、
前 記 認 証 可 否 決 定 手 段 は 、
第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る
も の の 数 を 第 ｎ 一 致 数 と す る 第 ｎ 一 致 数 取 得 手 段 と 、
前 記 第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま
れ な い も の の 数 を 第 ｎ 不 一 致 数 と す る 第 ｎ 不 一 致 数 取 得 手 段 と 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 当 該 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ
れ る べ き 前 記 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ の い ず れ に も 含 ま れ な い も の の 数 を 登 録 合 成 デ ー タ 不
一 致 数 と し て 取 得 す る 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 取 得 手 段 と を 備 え 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ れ る べ き 前 記 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ の 数 を Ｎ と し た 場
合 に 、 前 記 ｎ は 、 １ ≦ ｎ ≦ Ｎ を 満 た す 全 て の 整 数 で あ り 、 更 に 、
前 記 第 ｎ 一 致 数 、 前 記 第 ｎ 不 一 致 数 、 お よ び 前 記 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 の 少 な く と も 一
つ に 基 づ い て 、 当 該 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ に よ る 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ５ 記 載 の 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ は 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ と 共 に 、 前 記 論 理 和
デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の 、 前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 で の 重 複 数 を 含 む デ ー タ
で あ り 、
前 記 認 証 可 否 決 定 手 段 は 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る 論 理 和 デ ー タ と 第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ と の 相 対 位
置 関 係 を 変 更 す る 相 対 位 置 関 係 変 更 手 段 と 、
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前 記 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の う ち 、 第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ
ー タ の 重 複 数 を 減 ず る と 共 に 、 重 複 数 １ 以 上 の デ ー タ の み を 残 す こ と に よ り 第 ｎ 認 証 後 デ
ー タ を 生 成 す る 処 理 を 、 複 数 の 相 対 位 置 関 係 に つ い て 実 行 す る 第 ｎ 認 証 後 デ ー タ 生 成 手 段
と 、
個 々 の 相 対 位 置 関 係 に 対 し て 生 成 さ れ た 前 記 第 ｎ 認 証 後 デ ー タ の そ れ ぞ れ に つ き 、 当 該 第
ｎ 認 証 後 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の 重 複 数 の 総 和 を 求 め る カ ウ ン タ 数 和 演 算 手 段 と
、
前 記 重 複 数 の 和 を 最 少 と す る 相 対 位 置 関 係 を 特 定 す る 相 対 位 置 関 係 特 定 手 段 と 、
特 定 さ れ た 前 記 相 対 位 置 関 係 を 前 提 と し て 、 前 記 第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー
タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す る 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る も の の 数 を 第 ｎ 一
致 数 と す る 第 ｎ 一 致 数 取 得 手 段 と 、
特 定 さ れ た 前 記 相 対 位 置 関 係 を 前 提 と し て 、 前 記 第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー
タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す る 前 記 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ な い も の の 数 を
第 ｎ 不 一 致 数 と す る 第 ｎ 不 一 致 数 取 得 手 段 と 、
特 定 さ れ た 前 記 相 対 位 置 関 係 を 前 提 と し て 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す る 論 理 和 デ
ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 当 該 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ れ る べ き 前 記 複 数 の 認
証 指 紋 デ ー タ の い ず れ に も 含 ま れ な い も の の 数 を 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 と し て 取 得 す る
登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 取 得 手 段 と を 備 え 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ れ る べ き 前 記 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ の 数 を Ｎ と し た 場
合 に 、 前 記 ｎ は 、 １ ≦ ｎ ≦ Ｎ を 満 た す 全 て の 整 数 で あ り 、 更 に 、
前 記 第 ｎ 一 致 数 、 前 記 第 ｎ 不 一 致 数 、 お よ び 前 記 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 の 少 な く と も 一
つ に 基 づ い て 、 当 該 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ に よ る 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ５ 記 載 の 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 、 お よ び 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 に 係 り 、 特 に 、 本 人 認 証 シ ス
テ ム を 構 築 す る う え で 有 用 な 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 、 お よ び 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
従 来 、 例 え ば 特 開 ２ ０ ０ ２ － ４ １ １ ６ ９ 号 公 報 に 開 示 さ れ る よ う に 、 指 紋 を 利 用 し た 認 証
シ ス テ ム が 知 ら れ て い る 。 こ の 装 置 は 、 複 数 の 指 の 指 紋 を 登 録 し て お く こ と に よ り 、 個 々
の 指 に 対 応 さ せ て 異 な る ア プ リ ケ ー シ ョ ン プ ロ グ ラ ム を 起 動 さ せ よ う と す る も の で あ る 。
ま た 、 こ の 装 置 は 、 上 記 の 機 能 を 実 現 す る た め に 、 ユ ー ザ ー の 複 数 の 指 に 対 応 す る 個 々 の
指 紋 デ ー タ を 、 デ ー タ ベ ー ス 中 に 記 憶 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 ２ ０ ０ ２ － ４ １ １ ６ ９ 号 公 報
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
指 紋 を 用 い た 認 証 シ ス テ ム は 、 一 般 に 、 本 人 認 証 な ど 、 高 い セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル の 要 求 さ
れ る 場 面 で 使 用 さ れ る 。 こ の た め 、 指 紋 デ ー タ が 、 仮 に 流 出 し た り 、 或 い は 盗 用 さ れ た り
し た 場 合 は 、 そ の 指 紋 デ ー タ の 登 録 を 抹 消 し て 、 流 出 或 い は 盗 用 さ れ た 指 紋 デ ー タ を 用 い
た 認 証 の 通 過 、 す な わ ち 、 い わ ゆ る 「 成 り す ま し 」 行 為 を 防 ぐ 必 要 が 生 ず る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
上 述 し た 従 来 の 装 置 は 、 デ ー タ ベ ー ス 中 に 、 個 々 の 指 紋 デ ー タ が 、 そ れ ぞ れ 独 立 し た デ ー
タ と し て 記 憶 さ れ て い る 。 こ の た め 、 そ の デ ー タ が 流 出 或 い は 盗 用 さ れ 、 登 録 済 み の 指 紋
デ ー タ を 無 効 と す る 必 要 が 生 じ た 場 合 は 、 以 後 、 今 ま で 認 証 に 用 い て い た 指 の 指 紋 は 、 一
切 使 用 す る こ と が で き な く な っ て し ま う 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
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指 の 数 は 両 手 合 わ せ て １ ０ 本 、 つ ま り 、 さ ほ ど 大 き く な い 有 限 数 で あ る 。 こ の た め 、 流 出
ま た は 盗 用 等 が 生 ず る こ と に よ り 、 自 己 の 指 紋 が 一 つ ず つ 認 証 に 使 用 で き な い も の に な る
と す れ ば 、 ユ ー ザ ー は 、 そ の シ ス テ ム の 使 用 に 抵 抗 を 覚 え 易 い 。 こ の よ う な 事 情 は 、 手 軽
な 本 人 認 証 を 実 現 し 得 る 指 紋 認 証 シ ス テ ム が 普 及 し 難 い 原 因 の 一 つ と な っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
本 発 明 は 、 上 記 の よ う な 課 題 を 解 決 す る た め に な さ れ た も の で 、 ユ ー ザ ー の 指 紋 デ ー タ が
単 独 で 流 出 或 い は 盗 用 さ れ る の を 確 実 に 防 ぐ こ と の で き る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 を 提 供 す る
こ と を 第 １ の 目 的 と す る 。
ま た 、 本 発 明 は 、 ユ ー ザ ー の 指 紋 デ ー タ が 単 独 で 流 出 或 い は 盗 用 さ れ る の を 確 実 に 防 ぐ こ
と の で き る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 を 提 供 す る こ と を 第 ２ の 目 的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
第 １ の 発 明 は 、 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 で あ っ て 、
指 紋 を 読 み 取 る た め の 指 紋 セ ン サ と 、
前 記 指 紋 セ ン サ の 出 力 に 基 づ い て 登 録 指 紋 デ ー タ を 生 成 す る 登 録 指 紋 デ ー タ 生 成 手 段 と 、
複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ を 合 成 し て 登 録 合 成 デ ー タ を 生 成 す る 登 録 合 成 デ ー タ 生 成 手 段 と 、
前 記 登 録 合 成 デ ー タ を 記 憶 す る 登 録 合 成 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
第 ２ の 発 明 は 、 第 １ の 発 明 に お い て 、 前 記 登 録 合 成 デ ー タ 生 成 手 段 は 、 前 記 複 数 の 登 録 指
紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ を 演 算 す る 論 理 和 デ ー タ 演 算 手 段 を 備 え 、 当 該 論 理 和 デ ー タ が 前
記 登 録 合 成 デ ー タ で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
第 ３ の 発 明 は 、 第 １ の 発 明 に お い て 、
前 記 登 録 合 成 デ ー タ 生 成 手 段 は 、
前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ を 取 得 す る 論 理 和 デ ー タ 取 得 手 段 と 、
前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 積 デ ー タ を 取 得 す る 論 理 積 デ ー タ 取 得 手 段 と を 備 え 、
前 記 論 理 和 デ ー タ と 共 に 、 前 記 論 理 積 デ ー タ 、 或 い は 、 前 記 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々
の デ ー タ の 、 前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 で の 重 複 数 を 含 む 登 録 合 成 デ ー タ を 生 成 す る こ
と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
第 ４ の 発 明 は 、 第 １ 乃 至 第 ３ の 発 明 の 何 れ か に お い て 、
前 記 登 録 合 成 デ ー タ 生 成 手 段 は 、
前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 相 対 位 置 関 係 を 変 更 す る 相 対 位 置 関 係 変 更 手 段 と 、
複 数 の 相 対 位 置 関 係 に つ い て 、 前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 積 デ ー タ を 取 得 す る 特 定
用 論 理 積 デ ー タ 取 得 手 段 と 、
前 記 複 数 の 相 対 位 置 関 係 の う ち 、 論 理 積 デ ー タ の デ ー タ 数 を 最 大 と す る 相 対 位 置 関 係 を 特
定 す る 相 対 位 置 関 係 特 定 手 段 と を 備 え 、
前 記 特 定 さ れ た 相 対 位 置 関 係 に お い て 前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ を 合 成 し て 登 録 合 成 デ ー
タ を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
第 ５ の 発 明 は 、 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 で あ っ て 、
複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ を 合 成 す る こ と で 構 成 さ れ て い る 登 録 合 成 デ ー タ を 記 憶 す る 登 録 合
成 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、
指 紋 を 読 み 取 る た め の 指 紋 セ ン サ と 、
前 記 指 紋 セ ン サ の 出 力 に 基 づ い て 認 証 指 紋 デ ー タ を 生 成 す る 認 証 指 紋 デ ー タ 生 成 手 段 と 、
前 記 登 録 合 成 デ ー タ 記 憶 手 段 か ら 、 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ を 取 得 す る 対 照 用 登 録 合 成 デ ー
タ 取 得 手 段 と 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ を 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ と 対 照 さ せ る こ と に よ り 、 当 該 複 数 の
認 証 指 紋 デ ー タ に よ る 認 証 の 可 否 を 決 定 す る 認 証 可 否 決 定 手 段 と 、
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を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
第 ６ の 発 明 は 、 第 ５ の 発 明 に お い て 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ は 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ で あ り 、
前 記 認 証 可 否 決 定 手 段 は 、
第 １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る
も の の 数 を 第 １ 一 致 数 と す る 第 １ 一 致 数 取 得 手 段 と 、
前 記 第 １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま
れ な い も の の 数 を 第 １ 不 一 致 数 と す る 第 １ 不 一 致 数 取 得 手 段 と 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 当 該 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ
れ る べ き 前 記 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ の い ず れ に も 含 ま れ な い も の の 数 を 登 録 合 成 デ ー タ 不
一 致 数 と し て 取 得 す る 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 取 得 手 段 と を 備 え 、
前 記 第 １ 一 致 数 、 前 記 第 １ 不 一 致 数 、 お よ び 前 記 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 の 少 な く と も 一
つ に 基 づ い て 、 当 該 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ に よ る 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る
。
【 ０ ０ １ ４ 】
第 ７ の 発 明 は 、 第 ５ の 発 明 に お い て 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ は 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ と 共 に 、 前 記 論 理 和
デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の 、 前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 で の 重 複 数 を 含 む デ ー タ
で あ り 、
前 記 認 証 可 否 決 定 手 段 は 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す る 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の う ち 、 第 １ 指
の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の 重 複 数 を 減 ず る と 共 に 、 重 複 数 １ 以 上 の デ ー タ の み
を 残 す こ と に よ り 第 １ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 す る 第 １ 認 証 後 デ ー タ 生 成 手 段 と 、
前 記 第 １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す
る 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る も の の 数 を 第 １ 一 致 数 と す る 第 １ 一 致 数 取 得 手 段 と 、
前 記 第 １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す
る 前 記 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ な い も の の 数 を 第 １ 不 一 致 数 と す る 第 １ 不 一 致 数 取 得 手 段 と
、
第 ｎ 認 証 後 デ ー タ が 有 す る 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の う ち 、 第 ｎ ＋ １ 指 の 認
証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の 重 複 数 を 減 ず る と 共 に 、 重 複 数 １ 以 上 の デ ー タ の み を 残
す こ と に よ り 第 ｎ ＋ １ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 す る 第 ｎ ＋ １ 認 証 後 デ ー タ 生 成 手 段 と 、
前 記 第 ｎ ＋ １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 第 ｎ 認 証 後 デ ー タ が 有 す
る 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る も の の 数 を 第 ｎ ＋ １ 一 致 数 と す る 第 ｎ ＋ １ 一 致 数 取 得 手 段 と 、
前 記 第 ｎ ＋ １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 第 ｎ 認 証 後 デ ー タ が 有 す
る 前 記 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ な い も の の 数 を 第 ｎ ＋ １ 不 一 致 数 と す る 第 ｎ ＋ １ 不 一 致 数 取
得 手 段 と を 備 え 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ れ る べ き 前 記 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ の 数 を Ｎ と し た 場
合 に 、 前 記 ｎ は 、 １ ≦ ｎ ≦ Ｎ － １ を 満 た す 全 て の 整 数 で あ り 、 更 に 、
第 Ｎ 認 証 後 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の 数 を 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 と し て 取 得 す る 登 録 合
成 デ ー タ 不 一 致 数 取 得 手 段 を 備 え 、
前 記 第 １ 一 致 数 、 前 記 第 １ 不 一 致 数 、 前 記 第 ｎ ＋ １ 一 致 数 、 前 記 第 ｎ ＋ １ 不 一 致 数 、 お よ
び 前 記 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 の 少 な く と も 一 つ に 基 づ い て 、 当 該 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ
に よ る 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
第 ８ の 発 明 は 、 第 ５ の 発 明 に お い て 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ は 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ で あ り 、
前 記 認 証 可 否 決 定 手 段 は 、
第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る
も の の 数 を 第 ｎ 一 致 数 と す る 第 ｎ 一 致 数 取 得 手 段 と 、
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前 記 第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま
れ な い も の の 数 を 第 ｎ 不 一 致 数 と す る 第 ｎ 不 一 致 数 取 得 手 段 と 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 当 該 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ
れ る べ き 前 記 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ の い ず れ に も 含 ま れ な い も の の 数 を 登 録 合 成 デ ー タ 不
一 致 数 と し て 取 得 す る 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 取 得 手 段 と を 備 え 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ れ る べ き 前 記 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ の 数 を Ｎ と し た 場
合 に 、 前 記 ｎ は 、 １ ≦ ｎ ≦ Ｎ を 満 た す 全 て の 整 数 で あ り 、 更 に 、
前 記 第 ｎ 一 致 数 、 前 記 第 ｎ 不 一 致 数 、 お よ び 前 記 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 の 少 な く と も 一
つ に 基 づ い て 、 当 該 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ に よ る 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る
。
【 ０ ０ １ ６ 】
第 ９ の 発 明 は 、 第 ５ の 発 明 に お い て 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ は 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ と 共 に 、 前 記 論 理 和
デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の 、 前 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 で の 重 複 数 を 含 む デ ー タ
で あ り 、
前 記 認 証 可 否 決 定 手 段 は 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る 論 理 和 デ ー タ と 第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ と の 相 対 位
置 関 係 を 変 更 す る 相 対 位 置 関 係 変 更 手 段 と 、
前 記 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の う ち 、 第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ
ー タ の 重 複 数 を 減 ず る と 共 に 、 重 複 数 １ 以 上 の デ ー タ の み を 残 す こ と に よ り 第 ｎ 認 証 後 デ
ー タ を 生 成 す る 処 理 を 、 複 数 の 相 対 位 置 関 係 に つ い て 実 行 す る 第 ｎ 認 証 後 デ ー タ 生 成 手 段
と 、
個 々 の 相 対 位 置 関 係 に 対 し て 生 成 さ れ た 前 記 第 ｎ 認 証 後 デ ー タ の そ れ ぞ れ に つ き 、 当 該 第
ｎ 認 証 後 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の 重 複 数 の 総 和 を 求 め る カ ウ ン タ 数 和 演 算 手 段 と
、
前 記 重 複 数 の 和 を 最 少 と す る 相 対 位 置 関 係 を 特 定 す る 相 対 位 置 関 係 特 定 手 段 と 、
特 定 さ れ た 前 記 相 対 位 置 関 係 を 前 提 と し て 、 前 記 第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー
タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す る 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る も の の 数 を 第 ｎ 一
致 数 と す る 第 ｎ 一 致 数 取 得 手 段 と 、
特 定 さ れ た 前 記 相 対 位 置 関 係 を 前 提 と し て 、 前 記 第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る デ ー
タ の う ち 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す る 前 記 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ な い も の の 数 を
第 ｎ 不 一 致 数 と す る 第 ｎ 不 一 致 数 取 得 手 段 と 、
特 定 さ れ た 前 記 相 対 位 置 関 係 を 前 提 と し て 、 前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ が 有 す る 論 理 和 デ
ー タ に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 当 該 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ れ る べ き 前 記 複 数 の 認
証 指 紋 デ ー タ の い ず れ に も 含 ま れ な い も の の 数 を 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 と し て 取 得 す る
登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 取 得 手 段 と を 備 え 、
前 記 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ と 対 照 さ れ る べ き 前 記 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ の 数 を Ｎ と し た 場
合 に 、 前 記 ｎ は 、 １ ≦ ｎ ≦ Ｎ を 満 た す 全 て の 整 数 で あ り 、 更 に 、
前 記 第 ｎ 一 致 数 、 前 記 第 ｎ 不 一 致 数 、 お よ び 前 記 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 の 少 な く と も 一
つ に 基 づ い て 、 当 該 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ に よ る 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る
。
【 ０ ０ １ ７ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 図 面 を 参 照 し て こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 す る 。 尚 、 各 図 に お い て 共 通 す
る 要 素 に は 、 同 一 の 符 号 を 付 し て 重 複 す る 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
実 施 の 形 態 １ ．
［ シ ス テ ム の ハ ー ド ウ ェ ア 構 成 ］
図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ の 構 成 を 説 明 す る た め の ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。 よ り 詳 細 に は
、 図 １ （ Ａ ） は 、 実 施 の 形 態 １ に お け る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 の ブ ロ ッ ク 図 で あ り 、 ま た 、
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図 １ （ Ｂ ） は 、 実 施 の 形 態 １ に お け る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 の ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
図 １ （ Ａ ） に 示 す よ う に 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 は 、 指 紋 セ ン サ １ ０ 、
処 理 部 １ ２ 、 記 憶 部 １ ４ お よ び 表 示 部 １ ６ に よ り 構 成 さ れ て い る 。 処 理 部 １ ２ 、 記 憶 部 １
４ 、 お よ び 表 示 部 １ ６ は 、 汎 用 の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム に よ り 実 現 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
指 紋 セ ン サ １ ０ は 、 ユ ー ザ ー の 指 紋 を 読 み 取 る た め の セ ン サ で あ り 、 例 え ば 、 半 導 体 容 量
セ ン サ 、 或 い は Ｃ Ｃ Ｄ カ メ ラ な ど に よ り 実 現 す る こ と が で き る 。 処 理 部 １ ２ は 、 指 紋 セ ン
サ １ ０ に よ り 取 得 さ れ た 指 紋 を 記 憶 部 １ ４ に 登 録 す る た め に 後 述 す る 種 々 の 処 理 を 実 行 す
る 部 分 で あ る 。 こ こ で 、 記 憶 部 １ ４ は 、 後 述 す る 登 録 合 成 デ ー タ を 恒 常 的 に 保 存 し て お く
た め の 恒 常 記 憶 部 の 他 、 デ ー タ を 一 時 的 に 記 憶 し て お く た め の 一 時 記 憶 部 を 含 む も の と す
る 。 ま た 、 表 示 部 １ ６ は 、 デ ー タ 処 理 の 過 程 で 生 成 さ れ る 種 々 の 情 報 を 表 示 す る た め の 装
置 で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
図 １ （ Ｂ ） に 示 す よ う に 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 は 、 指 紋 セ ン サ ２ ０ 、
処 理 部 ２ ２ 、 記 憶 部 ２ ４ お よ び 表 示 部 ２ ６ に よ り 構 成 さ れ て い る 。 こ れ ら の ハ ー ド ウ ェ ア
構 成 は 、 図 １ （ Ａ ） に 示 す 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 が 備 え る も の と 実 質 的 に 同 様 で あ る 。 但 し
、 処 理 部 ２ ２ は 、 記 憶 部 ２ ４ に 恒 常 的 に 記 憶 さ れ て い る 登 録 合 成 デ ー タ を 用 い て 、 指 紋 の
認 証 に 必 要 な 種 々 の 処 理 を 実 行 す る も の と す る 。 尚 、 図 １ に は 、 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 と 、
指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 と を 別 個 独 立 し た 装 置 と し て 示 し て い る が 、 そ れ ら は 単 一 の コ ン ピ ュ
ー タ シ ス テ ム 上 に 共 存 さ せ る こ と と し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
［ 登 録 作 業 の 説 明 ］
次 に 、 図 ２ お よ び 図 ３ を 参 照 し て 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 の 動 作 、 お よ
び 、 そ の 装 置 を 用 い た 指 紋 デ ー タ の 登 録 作 業 に つ い て 説 明 す る 。
図 ２ は 、 図 １ （ Ａ ） に 示 す 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 を 用 い た 指 紋 デ ー タ の 登 録 作 業 の 流 れ を 説
明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 こ の フ ロ ー チ ャ ー ト で は 、 ２ 本 の 指 の 指 紋 を 合 成 し
て 登 録 合 成 デ ー タ を 生 成 し 、 そ の 登 録 合 成 デ ー タ を 指 紋 登 録 装 置 の 記 憶 部 １ ４ に 恒 常 的 に
記 憶 さ せ る こ と と し て い る 。 但 し 、 登 録 合 成 デ ー タ を 生 成 す る た め に 合 成 す べ き 指 紋 の 数
は 、 ２ つ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 ３ つ 以 上 の 指 紋 デ ー タ を 合 成 し て 登 録 合 成 デ ー タ を
生 成 す る こ と と し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
図 ２ に 示 す 登 録 作 業 で は 、 先 ず 、 指 紋 セ ン サ １ ０ に よ り 第 １ 指 の 指 紋 画 像 、 す な わ ち 、 第
１ 登 録 指 紋 画 像 が 取 得 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ０ ０ ） 。
図 ３ （ Ａ ） は 、 本 ス テ ッ プ １ ０ ０ で 取 得 さ れ る 第 １ 登 録 指 紋 画 像 の 一 例 を 示 す 。 こ の よ う
に し て 取 得 さ れ た 第 １ 登 録 指 紋 画 像 は 、 デ ー タ 処 理 の た め 、 記 憶 部 １ ４ の Ｒ Ａ Ｍ に 一 時 的
に 記 憶 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
第 １ 登 録 指 紋 画 像 が 取 得 さ れ る と 、 次 に 、 そ の 画 像 を 処 理 す る こ と に よ り 、 第 １ 指 の 特 徴
点 デ ー タ が 取 得 さ れ 、 更 に 、 そ の 特 徴 点 デ ー タ の 集 合 で あ る 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ が 生 成 さ
れ る （ ス テ ッ プ １ ０ ２ ） 。
図 ３ （ Ｂ ） は 、 本 ス テ ッ プ １ ０ ２ で 生 成 さ れ た 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ を 模 式 的 に 表 し た イ メ
ー ジ 図 で あ る 。 処 理 部 １ ２ は 、 本 ス テ ッ プ １ ０ ２ に お い て 、 具 体 的 に は 、 第 １ 登 録 指 紋 画
像 の 中 か ら 、 個 々 の 指 紋 線 の 端 点 お よ び 分 岐 点 を 検 出 し 、 そ れ ら の 点 の 座 標 を 特 徴 点 の 始
点 座 標 と し て 認 識 す る 。 処 理 部 １ ２ は 、 更 に 、 個 々 の 特 徴 点 に つ い て 、 指 紋 線 の 延 在 方 向
を 特 定 し （ 特 徴 点 が 分 岐 点 の 場 合 は 分 岐 角 を 基 礎 と し て 所 定 の 規 則 に 則 っ て 一 の 方 向 を 特
定 す る ） 、 そ の 方 向 の 情 報 と 始 点 座 標 と を 結 び つ け て 、 図 ３ （ Ｂ ） に 示 す よ う な ベ ク ト ル
量 の 特 徴 点 デ ー タ を 生 成 す る 。 そ し て 、 処 理 部 １ ２ は 、 第 １ 登 録 指 紋 画 像 に 基 づ い て 生 成
さ れ る 全 て の 特 徴 点 デ ー タ （ 始 点 座 標 と 方 向 情 報 を 含 む デ ー タ ） の 集 合 を 、 第 １ 登 録 指 紋
デ ー タ と し て 記 憶 部 １ ４ の Ｒ Ａ Ｍ に 一 時 的 に 記 憶 さ せ る 。
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【 ０ ０ ２ ５ 】
図 ２ に 示 す 登 録 作 業 で は 、 ま た 、 指 紋 セ ン サ １ ０ に よ り 第 ２ 指 の 指 紋 画 像 、 す な わ ち 、 第
２ 登 録 指 紋 画 像 が 取 得 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ０ ４ ） 。
図 ３ （ Ｃ ） は 、 本 ス テ ッ プ １ ０ ４ で 取 得 さ れ た 第 ２ 登 録 指 紋 画 像 の 一 例 を 示 す 。 こ の よ う
に し て 取 得 さ れ た 第 ２ 登 録 指 紋 画 像 は 、 第 １ 登 録 指 紋 画 像 と 同 様 に 、 記 憶 部 １ ４ の Ｒ Ａ Ｍ
に 一 時 的 に 記 憶 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
第 ２ 登 録 指 紋 画 像 が 取 得 さ れ る と 、 次 に 、 そ の 画 像 を 処 理 す る こ と に よ り 、 第 ２ 指 の 特 徴
点 デ ー タ （ 始 点 座 標 と 方 向 情 報 を 含 む デ ー タ ） が 取 得 さ れ 、 更 に 、 そ の 特 徴 点 デ ー タ の 集
合 で あ る 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ が 生 成 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ０ ６ ） 。
図 ３ （ Ｄ ） は 、 本 ス テ ッ プ １ ０ ６ で 生 成 さ れ た 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ を 模 式 的 に 表 し た イ メ
ー ジ 図 で あ る 。 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ は 、 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ と 同 様 に 、 記 憶 部 １ ４ の Ｒ Ａ
Ｍ に 一 時 的 に 記 憶 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
図 ２ に 示 す 登 録 作 業 で は 、 上 述 し た 一 連 の 処 理 に 続 い て 、 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ と 、 第 ２ 登
録 指 紋 デ ー タ と の 論 理 和 デ ー タ が 取 得 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ０ ８ ） 。
本 ス テ ッ プ １ ０ ８ に お い て 、 処 理 部 １ ２ は 、 具 体 的 に は 、 第 １ お よ び 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ
を 記 憶 部 １ ４ か ら 読 み 出 し 、 何 れ か の 登 録 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ の 集 合
を 論 理 和 デ ー タ と す る 。 こ の よ う に し て 生 成 さ れ た 論 理 和 デ ー タ は 、 記 憶 部 １ ４ の Ｒ Ａ Ｍ
に 一 時 的 に 記 憶 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
次 に 、 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ と 、 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ と の 論 理 積 デ ー タ が 取 得 さ れ る （ ス テ
ッ プ １ １ ０ ） 。
本 ス テ ッ プ １ １ ０ に お い て 、 処 理 部 １ ２ は 、 具 体 的 に は 、 第 １ お よ び 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ
を 記 憶 部 １ ４ か ら 読 み 出 し 、 双 方 の 登 録 指 紋 デ ー タ に 重 複 し て 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ
（ 始 点 座 標 お よ び 方 向 情 報 が 共 に 一 致 す る デ ー タ ） の 集 合 を 、 論 理 積 デ ー タ と し て 生 成 す
る 。 生 成 さ れ た 論 理 積 デ ー タ は 、 記 憶 部 １ ４ の Ｒ Ａ Ｍ に 一 時 的 に 記 憶 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
次 に 、 論 理 和 デ ー タ と 論 理 積 デ ー タ の 双 方 に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ が 抽 出 さ れ 、 そ れ
ら の デ ー タ に 対 し て カ ウ ン タ 数 ２ が 与 え ら れ る （ ス テ ッ プ １ １ ２ ） 。
次 い で 、 論 理 和 デ ー タ に は 含 ま れ て い る が 、 論 理 積 デ ー タ に は ふ く ま れ て い な い 特 徴 点 デ
ー タ に 対 し て カ ウ ン タ 数 １ が 与 え ら れ る （ ス テ ッ プ １ １ ４ ） 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
論 理 積 デ ー タ に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ は 、 ２ つ の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 に 重 複 し て 存 在 し
て い る デ ー タ で あ る 。 一 般 に 、 異 な る ２ つ の 指 紋 に つ い て は 、 こ の よ う に 重 複 す る 特 徴 点
デ ー タ が ２ ０ ％ 程 度 存 在 し て い る 。 上 記 ス テ ッ プ １ １ ２ で は 、 ２ つ の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 に
重 複 し て 存 在 し て い た 特 徴 点 デ ー タ に 対 し て 、 そ の 重 複 の 履 歴 を 示 す べ く カ ウ ン タ 数 ２ が
与 え ら れ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
一 方 、 論 理 和 デ ー タ に の み 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ は 、 ２ つ の 登 録 指 紋 デ ー タ の 一 方 の
み に 存 在 し て い る デ ー タ で あ る 。 上 記 ス テ ッ プ １ １ ４ で は 、 重 複 す る こ と な く 一 方 の 登 録
指 紋 デ ー タ に の み 存 在 し て い た 特 徴 点 デ ー タ に 対 し て 、 そ の 非 重 複 の 履 歴 を 示 す べ く カ ウ
ン タ 数 １ が 与 え ら れ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
図 ２ に 示 す 登 録 作 業 で は 、 次 に 、 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ て い た 全 て の 特 徴 点 デ ー タ と 、 個
々 の 特 徴 点 デ ー タ に 与 え ら れ た カ ウ ン タ 数 と が 、 登 録 合 成 デ ー タ と し て 登 録 さ れ る （ ス テ
ッ プ １ １ ６ ） 。
図 ３ （ Ｅ ） は 、 本 ス テ ッ プ １ １ ６ で 生 成 さ れ た 登 録 合 成 デ ー タ を 模 式 的 に 表 し た イ メ ー ジ
図 で あ る 。 こ の 図 に お い て 、 太 線 で 記 し た 矢 印 は 、 カ ウ ン タ 数 ２ が 与 え ら れ た 特 徴 点 デ ー
タ の ベ ク ト ル を 示 し て お り 、 一 方 、 細 線 で 記 し た 矢 印 は 、 カ ウ ン タ 数 １ が 付 与 さ れ た 特 徴
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点 デ ー タ の ベ ク ト ル を 示 し て い る 。 こ の よ う に し て 生 成 さ れ た 登 録 合 成 デ ー タ は 、 記 憶 部
１ ４ が デ ー タ を 恒 常 的 に 保 存 し て お く た め に 有 し て い る 記 録 媒 体 、 例 え ば 、 ハ ー ド デ ィ ス
ク な ど に 記 憶 さ れ る 。 そ の 一 方 で 、 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ や 、 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ は 、 登 録
合 成 デ ー タ の 登 録 が 終 了 す る と 同 時 に 、 以 後 読 み 出 し が で き な く な る よ う に 記 憶 部 １ ４ 上
か ら 消 去 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
［ 認 証 作 業 の 説 明 ］
次 に 、 図 ４ を 参 照 し て 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 の 動 作 、 お よ び 、 そ の 装 置
を 用 い た 指 紋 デ ー タ の 認 証 作 業 に つ い て 説 明 す る 。
図 ４ は 、 図 １ （ Ｂ ） に 示 す 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 を 用 い た 指 紋 デ ー タ の 認 証 作 業 の 流 れ を 説
明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 尚 、 認 証 作 業 が 開 始 さ れ る 前 提 と し て 、 指 紋 デ ー タ
認 証 装 置 の 記 憶 部 ２ ４ に は 、 図 ２ に 示 す 手 順 で 登 録 さ れ た 登 録 合 成 デ ー タ が 記 憶 さ れ て い
る も の と す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
図 ４ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 先 ず 、 指 紋 セ ン サ ２ ０ に よ り 第 １ 指 の 指 紋 画 像 、 す な わ ち 、 第
１ 認 証 指 紋 画 像 が 取 得 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ２ ０ ） 。
次 に 、 第 １ 認 証 指 紋 画 像 を 処 理 す る こ と に よ り 、 第 １ 指 の 特 徴 点 デ ー タ が 取 得 さ れ 、 更 に
、 そ の 特 徴 点 デ ー タ の 集 合 で あ る 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ が 生 成 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ２ ２ ） 。
そ し て 、 上 記 の 処 理 に よ り 生 成 さ れ た 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ は 、 デ ー タ 処 理 の た め 、 記 憶 部
１ ４ の Ｒ Ａ Ｍ に 一 時 的 に 記 憶 さ れ る 。 尚 、 上 述 し た 一 連 の 処 理 は 、 実 質 的 に 、 上 記 ス テ ッ
プ １ ０ ０ お よ び １ ０ ２ で 実 行 さ れ る 処 理 と 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
図 ４ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 次 に 、 登 録 合 成 デ ー タ と 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 照 合 処 理 が 実
行 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ２ ４ ） 。
本 ス テ ッ プ １ ２ ４ に お い て 、 処 理 部 １ ２ は 、 先 ず 、 記 憶 部 ２ ４ か ら 登 録 合 成 デ ー タ を 読 み
出 す と 共 に 、 そ の 登 録 合 成 デ ー タ と 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 相 対 位 置 合 わ せ を 実 行 す る
。
【 ０ ０ ３ ６ 】
既 述 し た 通 り 、 登 録 合 成 デ ー タ を 構 成 す る 個 々 の 特 徴 点 デ ー タ は 、 特 徴 点 の 始 点 座 標 と 指
紋 線 の 方 向 情 報 と で 構 成 さ れ て い る 。 同 様 に 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ を 構 成 す る 個 々 の 特 徴
点 デ ー タ も 、 特 徴 点 の 始 点 座 標 と 指 紋 線 の 方 向 情 報 と で 構 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 そ れ ら
の デ ー タ に お け る 始 点 座 標 は 、 そ れ ぞ れ 絶 対 座 標 で あ る 。 こ の た め 、 登 録 合 成 デ ー タ と 第
１ 認 証 指 紋 デ ー タ と が 、 共 に 同 じ 指 紋 を 基 礎 と し て い る 場 合 で あ っ て も 、 両 者 の 相 対 位 置
が ず れ て い た の で は 、 特 徴 点 の 始 点 座 標 に ず れ が 生 じ 、 両 者 の 一 致 は 認 め ら れ な い 。 そ こ
で 、 本 実 施 形 態 で は 、 登 録 合 成 デ ー タ を 正 し く 照 合 す る た め 、 両 者 の 一 致 を 判 断 す る に 先
立 っ て 、 上 記 の 如 く 両 者 の 相 対 位 置 合 わ せ を 行 う こ と と し て い る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
登 録 合 成 デ ー タ と 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 相 対 位 置 合 わ せ は 、 具 体 的 に は 、 登 録 合 成 デ ー
タ の 位 置 （ 座 標 軸 ） を 固 定 し た う え で 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ の 位 置 を 適 当 に 移 動 、 或 い は
回 転 さ せ つ つ 、 両 者 が 最 も 整 合 す る 位 置 を 探 す 手 法 で 行 わ れ る 。 こ こ で 、 あ る 相 対 位 置 関
係 に お け る 両 者 の 整 合 度 合 い は 、 そ の 位 置 関 係 に お い て 、 両 者 の 論 理 積 デ ー タ を 求 め た う
え で 、 そ の デ ー タ 数 に よ り 判 断 す る 。 こ の た め 、 登 録 合 成 デ ー タ と 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ と
の 相 対 位 置 は 、 両 者 の 論 理 積 デ ー タ 数 が 最 大 と な る 位 置 、 つ ま り 、 両 者 間 で の 重 複 デ ー タ
数 が 最 大 と な る よ う な 位 置 に 特 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
本 ス テ ッ プ １ ２ ４ で は 、 上 記 の 相 対 位 置 合 わ せ が 終 了 し た 後 、 そ の 相 対 位 置 関 係 を 前 提 と
し て 、 登 録 合 成 デ ー タ の 特 徴 点 デ ー タ と 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ の 特 徴 点 デ ー タ と が 照 合 さ
れ る 。 そ の 結 果 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 登 録 合 成 デ ー タ 中
の 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 す る も の の 数 が 「 第 １ 一 致 数 」 と し て 算 出 さ れ る 。 ま た 、 第 １ 認 証
指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 登 録 合 成 デ ー タ 中 の 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 し な
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い も の の 数 が 「 第 １ 不 一 致 数 」 と し て 算 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
更 に 、 本 ス テ ッ プ １ ２ ４ で は 、 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 第 １
認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 す る も の に つ き 、 カ ウ ン タ 数 を １ だ け
減 算 す る 処 理 、 お よ び 、 上 記 減 算 の 後 に な お 、 １ 以 上 の カ ウ ン タ 数 を 有 す る 特 徴 点 デ ー タ
だ け を 登 録 合 成 デ ー タ 中 か ら 抽 出 し て 、 「 第 １ 認 証 後 デ ー タ 」 を 生 成 す る 処 理 が 実 行 さ れ
る 。 上 記 の 処 理 に よ れ ば 、 登 録 合 成 デ ー タ 中 に 存 在 し て お り 、 か つ 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ
中 に 存 在 し て い な か っ た 特 徴 点 デ ー タ と 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ 中 に 存 在 し て い た が 、 登 録
合 成 デ ー タ 中 に カ ウ ン タ 数 ２ を 伴 っ て 存 在 し て い た 特 徴 点 デ ー タ と の 集 合 が 、 第 １ 認 証 後
デ ー タ と し て 抽 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
図 ４ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 次 に 、 指 紋 セ ン サ ２ ０ に よ り 第 ２ 指 の 指 紋 画 像 、 す な わ ち 、 第
２ 認 証 指 紋 画 像 が 取 得 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ２ ６ ） 。
次 い で 、 第 ２ 認 証 指 紋 画 像 を 処 理 す る こ と に よ り 、 第 ２ 指 の 特 徴 点 デ ー タ が 取 得 さ れ 、 更
に 、 そ の 特 徴 点 デ ー タ の 集 合 で あ る 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 生 成 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ２ ８ ）
。
そ し て 、 上 記 の 処 理 に よ り 生 成 さ れ た 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ は 、 デ ー タ 処 理 の た め 、 記 憶 部
１ ４ の Ｒ Ａ Ｍ に 一 時 的 に 記 憶 さ れ る 。 尚 、 こ れ ら の 処 理 は 、 実 質 的 に 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２
０ お よ び １ ２ ２ で 実 行 さ れ る 処 理 と 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
図 ４ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 次 に 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ と 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 照 合 処 理 が
実 行 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ３ ０ ） 。
本 ス テ ッ プ １ ３ ０ で は 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ４ の 場 合 と 同 様 に 、 先 ず 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ と
第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 相 対 位 置 合 わ せ が 実 行 す る 。 そ し て 、 そ の 相 対 位 置 合 わ せ の 終 了
後 に 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ と 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 照 合 が 行 わ れ る 。 そ の 結 果 、 第 ２ 認 証
指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ 中 の 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 す
る も の の 数 が 「 第 ２ 一 致 数 」 と し て 算 出 さ れ る 。 ま た 、 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特
徴 点 デ ー タ の う ち 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ 中 の 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 し な い も の の 数 が 「 第 ２ 不
一 致 数 」 と し て 算 出 さ れ る 。 更 に 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ か ら 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ 中 に 含 ま れ
て い る 特 徴 点 デ ー タ を 消 去 す る こ と で 「 第 ２ 認 証 後 デ ー タ 」 が 生 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
以 上 の 処 理 に お い て 、 上 記 ス テ ッ プ １ ３ ０ に お い て 生 成 さ れ る 「 第 ２ 認 証 後 デ ー タ 」 は 、
実 質 的 に は 、 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に も 、
第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ に も 含 ま れ て い な か っ た 特 徴 点 の 集 合 で あ る 。 図 ４ に 示 す 認 証 作 業 で
は 、 上 記 ス テ ッ プ １ ３ ０ に 次 い で 、 そ の よ う な 意 味 を 有 す る 第 ２ 認 証 後 デ ー タ の 数 が 、 「
登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 」 と し て 算 出 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ３ ２ ） 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ が 、 登 録 合 成 デ ー タ の 基 礎 と さ れ た ２ つ の 指 紋 デ ー タ の 一 方 （ 例 え ば
、 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ ） と 完 全 に 一 致 し て い る 場 合 は 、 「 第 １ 一 致 数 」 が 第 １ 認 証 指 紋 デ
ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の 数 と 等 し く な り 、 か つ 、 「 第 １ 不 一 致 数 」 は ０ と な る 。 そ
し て 、 こ の 場 合 、 「 第 １ 認 証 後 デ ー タ 」 は 、 登 録 合 成 デ ー タ の 基 礎 と さ れ た ２ つ の 指 紋 デ
ー タ の 他 方 （ 例 え ば 、 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ ） と 一 致 す る も の と な る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
更 に 、 こ の よ う な 状 況 の 下 、 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 、 登 録 合 成 デ ー タ の 基 礎 と さ れ た ２ つ
の 指 紋 デ ー タ の 他 方 （ 例 え ば 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ ） と 完 全 に 一 致 し て い る と 、 「 第 ２ 一 致
数 」 は 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の 数 と 等 し く な り 、 か つ 、 「 第 ２ 不 一
致 数 」 は ０ と な る 。 そ し て 、 こ の 場 合 、 「 第 ２ 認 証 後 デ ー タ 」 の 数 、 つ ま り 、 「 登 録 合 成
デ ー タ 不 一 致 数 」 は ０ と な る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
以 上 説 明 し た 通 り 、 上 述 し た 「 第 １ 一 致 数 」 お よ び 「 第 ２ 一 致 数 」 は 、 何 れ も 、 第 １ お よ
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び 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 、 第 １ お よ び 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ と 近 似 す る ほ ど 大 き な 値 と な る
変 数 で あ る 。 ま た 、 「 第 １ 不 一 致 数 」 、 「 第 ２ 不 一 致 数 」 、 お よ び 「 登 録 合 成 デ ー タ 不 一
致 数 」 は 、 第 １ お よ び 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 第 １ お よ び 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ と 近 似 す る ほ
ど 小 さ な 値 と な る 変 数 で あ る 。 こ の た め 、 処 理 部 １ ４ は 、 「 第 １ 一 致 数 」 、 「 第 １ 不 一 致
数 」 、 「 第 ２ 一 致 数 」 、 「 第 ２ 不 一 致 数 」 、 お よ び 「 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 」 の 少 な く
と も １ つ に 基 づ い て 、 認 証 の 対 象 で あ る 使 用 者 が 登 録 さ れ た 本 人 で あ る か 否 か を 判 断 す る
（ ス テ ッ プ １ ３ ４ ） 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
こ こ で は 、 具 体 的 に は 、 上 述 し た ５ つ の 基 準 の 全 て が 、 そ れ ぞ れ 以 下 に 示 す 条 件 を 満 た す
か 否 か に よ り 、 本 人 で あ る か か 否 か が 判 断 さ れ る 。
・ 第 １ 一 致 数 が 、 第 １ 一 致 閾 値 ＝ ６ よ り 大 き い か （ ６ 以 下 で 他 人 判 定 ） 。
・ 第 １ 不 一 致 数 が 、 第 １ 不 一 致 閾 値 ＝ ３ よ り 小 さ い か （ ３ 以 上 で 他 人 判 定 ） 。
・ 第 ２ 一 致 数 が 、 第 ２ 一 致 閾 値 ＝ ６ よ り 大 き い か （ ６ 以 下 で 他 人 判 定 ） 。
・ 第 ２ 不 一 致 数 が 、 第 ２ 不 一 致 閾 値 ＝ ３ よ り 小 さ い か （ ３ 以 上 で 他 人 判 定 ） 。
・ 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 が 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 閾 値 ＝ ５ よ り 小 さ い か （ ５ 以 上 で 他
人 判 定 ） 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
上 記 の 判 別 の 結 果 、 上 記 の 基 準 が 満 た さ れ て い る と 判 断 さ れ た 場 合 は 、 認 証 の 対 象 で あ る
ユ ー ザ ー が 本 人 と 認 め ら れ 、 そ の 判 断 に 対 応 す る 処 理 が 実 行 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ３ ６ ） 。
一 方 、 上 記 の 基 準 が 満 た さ れ て い な い と 判 断 さ れ た 場 合 は 、 認 証 の 対 象 で あ る ユ ー ザ ー が
他 人 で あ る と 判 断 さ れ 、 そ の 判 断 に 対 応 す る 処 理 が 実 行 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ３ ８ ） 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
［ 登 録 ・ 認 証 作 業 の 具 体 例 ］
次 に 、 図 ５ を 参 照 し て 、 上 述 し た 登 録 作 業 お よ び 認 証 作 業 の 具 体 例 を 説 明 す る 。
既 述 し た 通 り 、 本 実 施 形 態 に お い て 登 録 お よ び 認 証 の 対 象 と さ れ る 指 紋 デ ー タ は 、 ベ ク ト
ル 量 の 特 徴 点 デ ー タ に よ り 構 成 さ れ て い る 。 こ れ に 対 し て 、 こ こ で は 、 特 徴 点 デ ー タ を ス
カ ラ ー 量 で 置 き 換 え て 説 明 の 簡 単 化 を 図 る こ と と す る 。 つ ま り 、 図 ５ に お い て 、 登 録 指 紋
デ ー タ や 認 証 指 紋 デ ー タ の 構 成 要 素 と し て 記 さ れ て い る 個 々 の ス カ ラ ー 量 は 、 始 点 座 標 お
よ び 方 向 に 関 す る 情 報 を 含 む ベ ク ト ル 量 の 特 徴 点 デ ー タ を 簡 易 的 に 表 し た デ ー タ で あ る 。
以 下 、 そ れ ら の ス カ ラ ー 量 に つ い て も 、 便 宜 上 「 特 徴 点 デ ー タ 」 と の 呼 称 を 用 い る も の と
す る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
図 ５ は 、 登 録 作 業 の 際 に 、 上 記 ス テ ッ プ １ ０ ０ ～ １ ０ ６ の 処 理 に よ り 、 以 下 に 示 す 第 １ 登
録 指 紋 デ ー タ お よ び 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ た 例 を 示 し て い る 。
第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ ： （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ２ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ ： （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ５ ， １ ９ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４ ７ ）
尚 、 図 ５ 中 に 斜 体 文 字 で 記 さ れ て い る 特 徴 点 デ ー タ 、 す な わ ち 、 ８ ， １ ５ ， ２ ８ ， ３ ０ は
、 双 方 の 登 録 指 紋 デ ー タ に 重 複 し て 存 在 し て い る デ ー タ で あ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ 、 お よ び 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ が 、 そ れ ぞ れ 上 記 の 特 徴 点 デ ー タ で 構 成
さ れ て い る 場 合 、 上 記 ス テ ッ プ １ ０ ８ お よ び １ １ ０ の 処 理 に よ れ ば 、 論 理 和 デ ー タ お よ び
論 理 積 デ ー タ は 、 そ れ ぞ れ 以 下 の よ う に 取 得 さ れ る 。
論 理 積 デ ー タ ： （ ８ ， １ ５ ， ２ ８ ， ３ ０ ）
論 理 和 デ ー タ ： （ １ ， ３ ， ８ ， １ ０ ， １ １ ， １ ２ ， １ ５ ， １ ９ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３
， ３ ９ ， ４ ０ ， ４ ４ ， ４ ７ ）
【 ０ ０ ５ １ 】
上 記 ス テ ッ プ １ １ ２ の 処 理 に よ れ ば 、 論 理 積 デ ー タ に 含 ま れ る 以 下 の 特 徴 点 デ ー タ に 対 し
て は カ ウ ン タ 数 ２ が 与 え ら れ る 。 ま た 、 上 記 ス テ ッ プ １ １ ４ の 処 理 に よ れ ば 、 論 理 和 デ ー
タ に の み 含 ま れ る 以 下 の デ ー タ に 対 し て カ ウ ン タ 数 １ が 与 え ら れ る 。
カ ウ ン タ 数 ２ ： ８ ， １ ５ ， ２ ８ ， ３ ０
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カ ウ ン タ 数 １ ： １ ， ３ ， １ ０ ， １ １ ， １ ２ ， １ ９ ， ２ ３ ， ３ ３ ， ３ ９ ， ４ ０ ， ４ ４ ， ４ ７
【 ０ ０ ５ ２ 】
そ し て 、 上 記 ス テ ッ プ １ １ ６ に お い て 、 論 理 和 デ ー タ と 、 そ こ に 含 ま れ る 個 々 の 特 徴 点 デ
ー タ の カ ウ ン タ 数 と を 含 む 情 報 が 、 登 録 合 成 デ ー タ と し て 記 憶 部 １ ４ の ハ ー ド デ ィ ス ク な
ど に 登 録 さ れ る 。 尚 、 図 ５ に 示 す 「 登 録 合 成 デ ー タ 」 は 、 カ ウ ン タ 数 １ の 特 徴 点 デ ー タ を
通 常 文 字 で 表 し 、 カ ウ ン タ 数 ２ の 特 徴 点 デ ー タ を 斜 体 文 字 で 表 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
図 ５ に 示 す 例 で は 、 認 証 作 業 の 際 に 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ０ お よ び １ ２ ２ の 処 理 、 並 び に 上
記 ス テ ッ プ １ ２ ６ お よ び １ ２ ８ の 処 理 に よ り 、 以 下 に 示 す 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ お よ び 第 ２
認 証 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ て い る 。
第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ ： （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ ： （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ５ ， ２ ０ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４
７ ）
こ れ ら の 認 証 指 紋 デ ー タ は 、 登 録 作 業 時 に 用 い ら れ た の と 同 じ 指 紋 か ら 得 ら れ た デ ー タ で
あ る 。 こ の 例 に 示 す よ う に 、 登 録 作 業 時 に 生 成 さ れ る 登 録 指 紋 デ ー タ と 、 認 証 作 業 時 に 生
成 さ れ る 認 証 指 紋 デ ー タ と は 、 用 い ら れ る 指 紋 が 同 じ で あ っ て も 、 指 紋 セ ン サ １ ０ ， ２ ０
の 精 度 や 指 の 状 態 な ど に 起 因 し て 必 ず し も 同 じ に は な ら な い 。 尚 、 図 ５ 中 に 斜 体 文 字 で 記
さ れ て い る 特 徴 点 デ ー タ 、 す な わ ち 、 ８ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ は 、 双 方 の 認 証 指 紋 デ
ー タ に 重 複 し て 存 在 し て い る デ ー タ で あ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
上 述 し た 登 録 合 成 デ ー タ に 対 し て 、 上 記 の 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ た 場 合 、 上 記 ス
テ ッ プ １ ２ ４ で は 、 第 １ 一 致 数 、 第 １ 不 一 致 数 、 お よ び 第 １ 認 証 後 デ ー タ が そ れ ぞ れ 以 下
の よ う に 取 得 さ れ る 。
第 １ 一 致 数 ＝ ９ 　 （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 １ 不 一 致 数 ＝ ０
第 １ 認 証 後 デ ー タ ： （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ２ ， １ ５ ， １ ９ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４ ７
）
但 し 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の カ ウ ン タ 数 は 全 て １ で あ る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
ま た 、 上 記 の 如 く 取 得 さ れ た 第 １ 認 証 後 デ ー タ に 対 し て 、 上 記 の 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 取
得 さ れ た 場 合 、 上 記 ス テ ッ プ １ ３ ０ で は 、 第 ２ 一 致 数 、 第 ２ 不 一 致 数 、 お よ び 第 ２ 認 証 後
デ ー タ が そ れ ぞ れ 以 下 の よ う に 取 得 さ れ る 。
第 ２ 一 致 数 ＝ ９ 　 （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ５ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４ ７ ）
第 ２ 不 一 致 数 ＝ ２ 　 （ ２ ０ ， ２ ３ ）
第 ２ 認 証 後 デ ー タ ： （ １ ２ ， １ ９ ）
【 ０ ０ ５ ６ 】
そ し て 、 上 記 ス テ ッ プ １ ３ ２ の 処 理 に よ れ ば 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 は 、 以 下 に 示 す よ
う に 、 第 ２ 認 証 デ ー タ の デ ー タ 数 と 等 し い 「 ２ 」 と 算 出 さ れ る 。
登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 ＝ ２ 　 （ １ ２ ， １ ９ ）
【 ０ ０ ５ ７ 】
既 述 し た 通 り 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 は 、 第 １ 一 致 数 が ６ よ り 大 き く 、
第 １ 不 一 致 数 が ３ よ り 小 さ く 、 第 ２ 一 致 数 が ６ よ り 大 き く 、 第 ２ 不 一 致 数 が ３ よ り 小 さ く
、 か つ 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 が ５ よ り 小 さ い 場 合 に 、 認 証 の 対 象 で あ る ユ ー ザ ー を 本
人 と し て 認 証 す る （ 上 記 ス テ ッ プ １ ３ ４ 参 照 ） 。 図 ５ に 示 す 例 で は 、 こ れ ら の 基 準 が 全 て
満 た さ れ て い る た め 、 認 証 の 対 象 で あ る ユ ー ザ ー は 、 こ の 場 合 、 本 人 と し て 認 め ら れ る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
以 上 説 明 し た 通 り 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 、 お よ び 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置
は 、 記 憶 部 １ ４ ， ２ ４ 内 に 、 登 録 合 成 デ ー タ の み を 記 憶 し つ つ 、 指 紋 を 用 い た 認 証 処 理 を
実 現 す る こ と が で き る 。 つ ま り 、 本 実 施 形 態 の シ ス テ ム に よ れ ば 、 記 憶 部 １ ４ ， ２ ４ 内 に
、 単 体 の 指 紋 に 対 応 す る デ ー タ を 記 憶 し て お く こ と な く 、 所 望 の 認 証 処 理 を 実 現 す る こ と
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が で き る 。 更 に 、 本 実 施 形 態 に お い て 用 い ら れ る 登 録 合 成 デ ー タ に は 、 そ れ ら を 単 体 の 指
紋 に 対 応 す る デ ー タ に 分 解 す る 手 が か り と な る よ う な 情 報 が 何 ら 含 ま れ て い な い 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
こ の た め 、 本 実 施 形 態 の シ ス テ ム に よ れ ば 、 ユ ー ザ ー の 指 紋 情 報 が 、 単 体 で 流 出 し 、 或 い
は 盗 用 さ れ る の を 確 実 に 防 ぐ こ と が で き る 。 そ し て 、 登 録 合 成 デ ー タ は 、 合 成 す る 指 紋 の
組 み 合 わ せ や 、 指 紋 の 重 ね 合 わ せ 角 度 を 変 え る こ と に よ り 、 無 限 に 生 成 す る こ と が で き る
た め 、 仮 に 登 録 合 成 デ ー タ が 流 出 、 或 い は 盗 用 さ れ た 場 合 に は 、 そ の 登 録 合 成 デ ー タ の 登
録 を 抹 消 し て 、 事 実 上 無 限 に 新 た な 登 録 合 成 デ ー タ を 登 録 す る こ と が で き る 。 こ の よ う に
、 本 実 施 形 態 の シ ス テ ム は 、 個 々 の 指 紋 デ ー タ が 単 体 で 記 憶 さ れ る シ ス テ ム に 比 し て 、 指
紋 デ ー タ の 流 出 や 盗 用 に 関 し て ユ ー ザ ー が 感 ず る 危 惧 を 和 ら げ る こ と が で き 、 そ の 点 に お
い て 、 指 紋 認 証 の 普 及 を 図 る う え で 有 用 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
と こ ろ で 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 １ に お い て は 、 論 理 和 デ ー タ と カ ウ ン タ 数 を 登 録 合 成 デ ー
タ に 含 ま せ る こ と と し て い る が 、 登 録 合 成 デ ー タ の 構 成 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な い
。 す な わ ち 、 登 録 合 成 デ ー タ に は 、 論 理 和 デ ー タ と 共 に 、 そ の 論 理 和 デ ー タ に 含 ま れ る 個
々 の 特 徴 点 デ ー タ の 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 で の 重 複 数 に 関 す る 情 報 が 含 ま れ て い れ ば
よ く 、 例 え ば 、 上 記 の カ ウ ン タ 数 に 代 え て 、 論 理 積 デ ー タ そ の も の を 登 録 合 成 デ ー タ に 含
ま せ る こ と と し て も よ い 。
【 ０ ０ ６ １ 】
尚 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 １ に お い て は 、 図 １ （ Ａ ） に 示 す 指 紋 セ ン サ １ ０ お よ び 記 憶 部 １
４ が 、 前 記 第 １ の 発 明 に お け る 「 指 紋 セ ン サ 」 お よ び 「 登 録 合 成 デ ー タ 記 憶 手 段 」 に 、 そ
れ ぞ れ 相 当 し て い る 。 ま た 、 実 施 の 形 態 １ に お い て は 、 処 理 部 １ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ０
０ ～ １ ０ ６ の 処 理 を 実 行 す る こ と に よ り 前 記 第 １ の 発 明 に お け る 「 登 録 指 紋 デ ー タ 生 成 手
段 」 が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ０ ８ ～ １ １ ４ の 処 理 を 実 行 す る こ と に よ り 前 記 第 １ の 発 明 に お け
る 「 登 録 合 成 デ ー タ 生 成 手 段 」 が 、 そ れ ぞ れ 実 現 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
ま た 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 １ に お い て は 、 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の 特 徴 点 に 対 し
て 与 え ら れ た カ ウ ン タ 数 が 、 前 記 第 ３ の 発 明 に お け る 「 重 複 数 」 に 相 当 し て い る と 共 に 、
処 理 部 １ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ０ ８ の 処 理 を 実 行 す る こ と に よ り 前 記 第 ３ の 発 明 に お け る
「 論 理 和 デ ー タ 取 得 手 段 」 が 、 上 記 ス テ ッ プ １ １ ０ の 処 理 を 実 行 す る こ と に よ り 前 記 第 ３
の 発 明 に お け る 「 論 理 積 デ ー タ 取 得 手 段 」 が 、 そ れ ぞ れ 実 現 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
ま た 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 １ に お い て は 、 図 １ （ Ｂ ） に 示 す 指 紋 セ ン サ ２ ０ お よ び 記 憶 部
２ ４ が 、 前 記 第 ５ の 発 明 に お け る 「 指 紋 セ ン サ 」 お よ び 「 登 録 合 成 デ ー タ 記 憶 手 段 」 に 、
そ れ ぞ れ 相 当 し て い る 。 ま た 、 実 施 の 形 態 １ に お い て は 、 処 理 部 ２ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ １
２ ０ ， １ ２ ２ ， １ ２ ６ ， １ ２ ８ の 処 理 を 実 行 す る こ と に よ り 前 記 第 ５ の 発 明 に お け る 「 認
証 指 紋 デ ー タ 生 成 手 段 」 が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ４ お よ び １ ２ ８ に お い て 、 論 理 和 デ ー タ と
カ ウ ン タ 数 と を 含 む 登 録 合 成 デ ー タ を 取 得 す る こ と に よ り 前 記 第 ５ の 発 明 に お け る 「 対 照
用 登 録 合 成 デ ー タ 取 得 手 段 」 が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ３ ４ の 処 理 を 実 行 す る こ と に よ り 前 記 第
５ の 発 明 に お け る 「 認 証 可 否 決 定 手 段 」 が 、 そ れ ぞ れ 実 現 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
ま た 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 １ に お い て は 、 処 理 部 ２ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ４ に お い て 、
第 １ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 す る こ と に よ り 前 記 第 ７ の 発 明 に お け る 「 第 １ 認 証 後 デ ー タ 生 成
手 段 」 が 、 第 １ 一 致 数 を 求 め る こ と に よ り 前 記 第 ７ の 発 明 に お け る 「 第 １ 一 致 数 取 得 手 段
」 が 、 第 １ 不 一 致 数 を 求 め る こ と に よ り 前 記 第 ７ の 発 明 に お け る 「 第 １ 不 一 致 数 取 得 手 段
」 が 、 そ れ ぞ れ 実 現 さ れ て い る 。 ま た 、 処 理 部 ２ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ８ に お い て 、 第
２ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 す る こ と に よ り 前 記 第 ７ の 発 明 に お け る 「 第 ｎ ＋ １ 認 証 後 デ ー タ 生
成 手 段 」 が 、 第 ｎ ＋ １ 一 致 数 を 求 め る こ と に よ り 前 記 第 ７ の 発 明 に お け る 「 第 ｎ ＋ １ 一 致
数 取 得 手 段 」 が 、 第 ｎ ＋ １ 不 一 致 数 を 求 め る こ と に よ り 前 記 第 ７ の 発 明 に お け る 「 第 ｎ ＋
１ 不 一 致 数 取 得 手 段 」 が 、 そ れ ぞ れ 実 現 さ れ て い る 。 更 に 、 処 理 部 ２ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ
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１ ３ ２ の 処 理 を 実 行 す る こ と に よ り 前 記 第 ７ の 発 明 に お け る 「 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 取
得 手 段 」 が 実 現 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
実 施 の 形 態 ２ ．
次 に 、 図 ６ 乃 至 図 ８ を 参 照 し て 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に つ い て 説 明 す る 。
［ 登 録 作 業 の 説 明 ］
図 ６ は 、 実 施 の 形 態 ２ に お け る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 に お い て 実 現 さ れ る 登 録 作 業 の 流 れ を
説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 本 実 施 形 態 に お い て 、 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 は 、 図
１ （ Ａ ） に 示 す ハ ー ド ウ ェ ア 構 成 を 用 い て 、 図 ６ に 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト に 沿 っ て 登 録 作 業
を 進 行 さ せ る こ と に よ り 実 現 す る こ と が で き る 。 尚 、 図 ６ に お い て 、 上 記 図 ２ に 示 す ス テ
ッ プ と 同 一 の ス テ ッ プ に つ い て は 、 同 一 の 符 号 を 付 し て そ の 説 明 を 省 略 ま た は 簡 略 す る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
図 ６ に 示 す 登 録 作 業 で は 、 ス テ ッ プ １ ０ ０ ～ １ ０ ８ の 処 理 に よ り 、 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ と
、 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ と の 論 理 和 デ ー タ が 求 め ら れ る と 、 そ の 論 理 和 デ ー タ が 、 登 録 合 成
デ ー タ と し て 記 憶 部 １ ４ に 登 録 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ４ ０ ） 。
上 述 し た 実 施 の 形 態 １ の 装 置 は 、 論 理 和 デ ー タ と カ ウ ン タ 数 と を 登 録 合 成 デ ー タ に 含 め る
こ と と し て い た 。 ま た 、 そ の た め に 、 実 施 の 形 態 １ の 装 置 で は 、 登 録 作 業 の 際 に 複 数 の 登
録 指 紋 デ ー タ の 論 理 積 デ ー タ が 求 め ら れ て い た 。 こ れ に 対 し て 、 実 施 の 形 態 ２ の 指 紋 デ ー
タ 登 録 装 置 は 、 登 録 合 成 デ ー タ に 論 理 和 デ ー タ の み を 含 ま せ る こ と と し 、 処 理 の 簡 単 化 を
図 っ て い る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
［ 認 証 作 業 の 説 明 ］
図 ７ は 、 実 施 の 形 態 ２ に お け る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 に お い て 実 現 さ れ る 認 証 作 業 の 流 れ を
説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 本 実 施 形 態 に お い て 、 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 は 、 図
１ （ Ｂ ） に 示 す ハ ー ド ウ ェ ア 構 成 を 用 い て 、 図 ７ に 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト に 沿 っ て 認 証 作 業
を 進 行 さ せ る こ と に よ り 実 現 す る こ と が で き る 。 尚 、 図 ７ に お い て 、 上 記 図 ４ に 示 す ス テ
ッ プ と 同 一 の ス テ ッ プ に つ い て は 、 同 一 の 符 号 を 付 し て そ の 説 明 を 省 略 ま た は 簡 略 す る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
図 ７ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 ス テ ッ プ １ ２ ０ お よ び １ ２ ２ の 処 理 に よ り 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ
が 取 得 さ れ た 後 、 登 録 合 成 デ ー タ と 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 照 合 処 理 が 実 行 さ れ る （ ス テ
ッ プ １ ５ ０ ） 。
本 ス テ ッ プ １ ５ ０ で は 、 図 ４ に 示 す ス テ ッ プ １ ２ ４ の 場 合 と 同 様 に 、 以 下 の 処 理 が 実 行 さ
れ る 。
▲ １ ▼ 登 録 合 成 デ ー タ と 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 相 対 位 置 合 わ せ 。
▲ ２ ▼ 第 １ 一 致 数 （ 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 登 録 合 成 デ ー タ
中 の 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 す る も の の 数 ） の 算 出 。
▲ ３ ▼ 第 １ 不 一 致 数 （ 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 登 録 合 成 デ ー
タ 中 の 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 し な い も の の 数 ） の 算 出 。
▲ ４ ▼ 第 １ 認 証 後 デ ー タ の 生 成 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
上 記 ▲ １ ▼ ～ ▲ ４ ▼ の 処 理 の う ち 、 ▲ １ ▼ ～ ▲ ３ ▼ の 処 理 に つ い て は 、 図 ４ に 示 す ス テ ッ
プ １ ２ ４ に お い て 実 行 さ れ る 処 理 と 何 ら 異 な る と こ ろ が な い 。 こ の た め 、 こ こ で は 、 そ れ
ら に つ い て の 詳 細 な 説 明 は 省 略 す る 。 こ れ に 対 し て 、 ▲ ４ ▼ の 処 理 は 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２
４ で 実 行 さ れ る 処 理 と そ の 内 容 が 異 な っ て い る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
す な わ ち 、 図 ４ に 示 す ス テ ッ プ １ ２ ４ は 、 登 録 合 成 デ ー タ に 論 理 和 デ ー タ お よ び カ ウ ン タ
数 が 含 ま れ て い る こ と を 前 提 と し て 実 行 さ れ る 。 具 体 的 に は 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ４ で は 、
先 ず 、 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ
て い る 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 す る も の に つ き 、 カ ウ ン タ 数 を １ だ け 減 算 す る 処 理 が 実 行 さ れ
る 。 そ し て 、 上 記 の 減 算 の 後 、 １ 以 上 の カ ウ ン タ 数 を 有 す る 特 徴 点 デ ー タ だ け を 抽 出 す る
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こ と で 「 第 １ 認 証 後 デ ー タ 」 が 生 成 さ れ る 。 こ の 場 合 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 中 に 重 複 し
て 存 在 し て い た 特 徴 点 デ ー タ は 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に そ の 特 徴 点 デ ー タ が 含 ま れ て い て
も 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ 中 に 残 存 す る こ と に な る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
こ れ に 対 し て 、 本 ス テ ッ プ １ ５ ０ の 処 理 は 、 登 録 合 成 デ ー タ に 論 理 和 デ ー タ の み が 含 ま れ
て い る こ と を 前 提 と し て 実 行 さ れ る 。 具 体 的 に は 、 本 ス テ ッ プ １ ５ ０ で は 、 論 理 和 デ ー タ
か ら 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ を 単 純 に 削 除 す る こ と に よ り 「 第
１ 認 証 後 デ ー タ 」 が 生 成 さ れ る 。 こ の 場 合 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 中 に 重 複 し て 存 在 し て
い た 特 徴 点 デ ー タ は 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ て い る 場 合 は 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ 中 に
は 残 存 し な い こ と に な る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
図 ７ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 次 に 、 ス テ ッ プ １ ２ ６ お よ び １ ２ ８ の 処 理 に よ り 、 第 ２ 認 証 指
紋 デ ー タ が 生 成 さ れ る 。 そ の 後 、 更 に 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ と 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 照 合
処 理 が 実 行 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ５ ２ ） 。
本 ス テ ッ プ １ ５ ０ で は 、 具 体 的 に は 、 以 下 の 処 理 が 実 行 さ れ る 。
▲ １ ▼ 第 １ 認 証 後 デ ー タ と 、 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 相 対 位 置 合 わ せ 。
▲ ２ ▼ 第 ２ 認 証 後 デ ー タ の 生 成 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
図 ４ に 示 す ス テ ッ プ １ ３ ０ で は 、 上 記 ▲ １ ▼ お よ び ▲ ２ ▼ の 処 理 の 他 、 以 下 の ２ つ の 処 理
が 実 行 さ れ て い る 。
▲ ３ ▼ 第 ２ 一 致 数 （ 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 第 １ 認 証 後 デ ー
タ 中 の 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 す る も の の 数 ） の 算 出 。
▲ ４ ▼ 第 ２ 不 一 致 数 （ 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 第 １ 認 証 後 デ
ー タ 中 の 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 し な い も の の 数 ） の 算 出 。
そ し て 、 実 施 の 形 態 １ に お い て は 、 こ の よ う に し て 算 出 さ れ る 「 第 ２ 一 致 数 」 お よ び 「 第
２ 不 一 致 数 」 も 、 本 人 認 証 の 判 断 の 基 礎 と し て 用 い ら れ て い る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
し か し 、 実 施 の 形 態 ２ で は 、 既 述 し た 通 り 、 複 数 の 登 録 認 証 デ ー タ に 重 複 し て 存 在 し て い
た 特 徴 点 デ ー タ は 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ 内 に 存 在 す る 限 り 第 １ 認 証 後 デ ー タ に は 残 存 し な
い 。 こ の た め 、 登 録 合 成 デ ー タ の 基 礎 と さ れ た ２ つ の 登 録 指 紋 デ ー タ と 、 認 証 に 用 い ら れ
た ２ つ の 認 証 指 紋 デ ー タ と が 仮 に 完 全 に 一 致 し て い た と し て も 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ は 、 第
２ 認 証 指 紋 デ ー タ と 同 じ に は な ら な い 。 従 っ て 、 本 実 施 形 態 に お い て は 、 第 ２ 一 致 数 、 お
よ び 第 ２ 不 一 致 数 が 、 本 人 認 証 の た め の 有 効 な 判 断 材 料 に は な ら な い 。 こ の た め 、 本 ス テ
ッ プ １ ５ ２ で は 、 敢 え て そ れ ら を 算 出 す る こ と な く 、 処 理 の 簡 単 化 を 図 る こ と と し た 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
図 ７ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 以 後 、 ス テ ッ プ １ ３ ２ に お い て 、 第 ２ 認 証 後 デ ー タ の 数 が 「 登
録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 」 と し て 算 出 さ れ 、 次 い で 、 第 １ 一 致 数 、 第 １ 不 一 致 数 、 お よ び 登
録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 の 少 な く と も １ つ に 基 づ い て 、 認 証 の 対 象 で あ る 使 用 者 が 登 録 さ れ
た 本 人 で あ る か 否 か が 判 断 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ５ ４ ） 。
こ こ で は 、 具 体 的 に は 、 上 述 し た ３ つ の 基 準 の 全 て が 、 そ れ ぞ れ 以 下 に 示 す 条 件 を 満 た す
か 否 か に よ り 、 本 人 で あ る か か 否 か が 判 断 さ れ る 。
・ 第 １ 一 致 数 が 、 第 １ 一 致 閾 値 ＝ ６ よ り 大 き い か （ ６ 以 下 で 他 人 判 定 ） 。
・ 第 １ 不 一 致 数 が 、 第 １ 不 一 致 閾 値 ＝ ３ よ り 小 さ い か （ ３ 以 上 で 他 人 判 定 ） 。
・ 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 が 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 閾 値 ＝ ５ よ り 小 さ い か （ ５ 以 上 で 他
人 判 定 ） 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
そ し て 、 上 記 の 判 別 の 結 果 に 従 い 、 本 人 認 証 を 肯 定 す る た め の ス テ ッ プ １ ３ ６ の 処 理 、 或
い は 、 本 人 認 証 を 否 定 す る た め の ス テ ッ プ １ ３ ８ の 処 理 の 何 れ か が 実 行 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
［ 登 録 ・ 認 証 作 業 の 具 体 例 ］
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次 に 、 図 ８ を 参 照 し て 、 上 述 し た 登 録 作 業 お よ び 認 証 作 業 の 具 体 例 を 説 明 す る 。 尚 、 図 ８
に お い て 、 個 々 の 特 徴 点 デ ー タ は 、 上 記 図 ５ に 示 す 場 合 と 同 様 に 、 簡 単 化 の た め ス カ ラ ー
量 で 表 し て い る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
図 ８ は 、 登 録 作 業 の 際 に 、 上 記 ス テ ッ プ １ ０ ０ ～ １ ０ ６ の 処 理 に よ り 、 以 下 に 示 す 第 １ 登
録 指 紋 デ ー タ お よ び 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ た 例 を 示 し て い る 。
第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ ： （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ２ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ ： （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ５ ， １ ９ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４ ７ ）
【 ０ ０ ７ ９ 】
第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ 、 お よ び 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ が 、 そ れ ぞ れ 上 記 の 特 徴 点 デ ー タ で 構 成
さ れ て い る 場 合 、 上 記 ス テ ッ プ １ ０ ８ の 処 理 に よ れ ば 、 論 理 和 デ ー タ は 以 下 の よ う に 取 得
さ れ る 。
論 理 和 デ ー タ ： （ １ ， ３ ， ８ ， １ ０ ， １ １ ， １ ２ ， １ ５ ， １ ９ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３
， ３ ９ ， ４ ０ ， ４ ４ ， ４ ７ ）
【 ０ ０ ８ ０ 】
そ し て 、 上 記 ス テ ッ プ １ ４ ０ の 処 理 に よ れ ば 、 上 記 の 如 く 取 得 さ れ た 論 理 和 デ ー タ が 、 登
録 合 成 デ ー タ と し て 記 憶 部 １ ４ の ハ ー ド デ ィ ス ク な ど に 登 録 さ れ る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
図 ８ に 示 す 例 で は 、 認 証 作 業 の 際 に 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ０ お よ び １ ２ ２ の 処 理 、 並 び に 上
記 ス テ ッ プ １ ２ ６ お よ び １ ２ ８ の 処 理 に よ り 、 以 下 に 示 す 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ お よ び 第 ２
認 証 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ て い る 。
第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ ： （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ ： （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ５ ， ２ ０ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４
７ ）
【 ０ ０ ８ ２ 】
上 述 し た 登 録 合 成 デ ー タ に 対 し て 、 上 記 の 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ た 場 合 、 上 記 ス
テ ッ プ １ ５ ０ で は 、 第 １ 一 致 数 、 第 １ 不 一 致 数 、 お よ び 第 １ 認 証 後 デ ー タ が そ れ ぞ れ 以 下
の よ う に 取 得 さ れ る 。
第 １ 一 致 数 ＝ ９ 　 （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 １ 不 一 致 数 ＝ ０
第 １ 認 証 後 デ ー タ ： （ ３ ， １ ０ ， １ ２ ， １ ９ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４ ７ ）
【 ０ ０ ８ ３ 】
ま た 、 上 記 の 如 く 取 得 さ れ た 第 １ 認 証 後 デ ー タ に 対 し て 、 上 記 の 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 取
得 さ れ た 場 合 、 上 記 ス テ ッ プ １ ５ ２ で は 、 第 ２ 認 証 後 デ ー タ が 以 下 の よ う に 取 得 さ れ る 。
第 ２ 認 証 後 デ ー タ ： （ １ ２ ， １ ９ ）
【 ０ ０ ８ ４ 】
そ し て 、 上 記 ス テ ッ プ １ ３ ２ の 処 理 に よ れ ば 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 は 、 以 下 に 示 す よ
う に 、 第 ２ 認 証 デ ー タ の デ ー タ 数 と 等 し い 「 ２ 」 と 算 出 さ れ る 。
登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 ＝ ２ 　 （ １ ２ ， １ ９ ）
【 ０ ０ ８ ５ 】
既 述 し た 通 り 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 は 、 第 １ 一 致 数 が ６ よ り 大 き く 、
第 １ 不 一 致 数 が ３ よ り 小 さ く 、 か つ 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 が ５ よ り 小 さ い 場 合 に 、 認
証 の 対 象 で あ る ユ ー ザ ー を 本 人 と し て 認 証 す る （ 上 記 ス テ ッ プ １ ５ ４ 参 照 ） 。 図 ８ に 示 す
例 で は 、 こ れ ら の 基 準 が 全 て 満 た さ れ て い る た め 、 認 証 の 対 象 で あ る ユ ー ザ ー は 、 こ の 場
合 、 本 人 と し て 認 め ら れ る 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
以 上 説 明 し た 通 り 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 、 お よ び 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置
は 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ の み を 登 録 合 成 デ ー タ と す る こ と で 、 指 紋 デ ー
タ の 登 録 お よ び 認 証 に 要 す る 処 理 を 簡 単 化 し つ つ 、 高 精 度 な 指 紋 認 証 処 理 を 実 現 す る こ と
が で き る 。 こ の た め 、 本 実 施 形 態 の 構 成 に よ れ ば 、 実 施 の 形 態 １ の シ ス テ ム と 同 様 の 効 果
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を 奏 す る シ ス テ ム を 、 よ り 安 価 に 実 現 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
尚 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 ２ に お い て は 、 処 理 部 １ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ０ ８ の 処 理 を 実 行
す る こ と に よ り 前 記 第 ２ の 発 明 に お け る 「 論 理 和 デ ー タ 演 算 手 段 」 が 実 現 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
ま た 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 ２ に お い て は 、 処 理 部 ２ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ５ ０ に お い て 、
第 １ 一 致 数 を 求 め る こ と に よ り 前 記 第 ６ の 発 明 に お け る 「 第 １ 一 致 数 取 得 手 段 」 が 、 第 １
不 一 致 数 を 求 め る こ と に よ り 前 記 第 ６ の 発 明 に お け る 「 第 １ 不 一 致 数 取 得 手 段 」 が 、 そ れ
ぞ れ 実 現 さ れ て い る 。 ま た 、 処 理 部 ２ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ３ ２ の 処 理 を 実 行 す る こ と に
よ り 前 記 第 ６ の 発 明 に お け る 「 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 取 得 手 段 」 が 実 現 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ８ ９ 】
実 施 の 形 態 ３ ．
次 に 、 実 施 の 形 態 ２ の 説 明 に お い て 参 照 し た 図 ６ と 共 に 、 図 ９ お よ び 図 １ ０ を 参 照 し て 、
本 発 明 の 実 施 の 形 態 ３ に つ い て 説 明 す る 。
［ 登 録 作 業 の 説 明 ］
実 施 の 形 態 ３ に お い て 、 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 は 、 実 施 の 形 態 ２ の 装 置 と 同 様 の 構 成 に よ り
実 現 す る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 は 、 図 １ （ Ａ
） に 示 す ハ ー ド ウ ェ ア 構 成 を 用 い て 、 図 ６ に 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト に 沿 っ て 登 録 作 業 を 進 行
さ せ る こ と に よ り 実 現 す る こ と が で き る 。 こ の 装 置 に よ れ ば 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論
理 和 デ ー タ を 登 録 合 成 デ ー タ と し て 記 憶 部 １ ４ に 登 録 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
［ 認 証 作 業 の 説 明 ］
図 ９ は 、 実 施 の 形 態 ３ に お け る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 に お い て 実 現 さ れ る 認 証 作 業 の 流 れ を
説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 本 実 施 形 態 に お い て 、 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 は 、 図
１ （ Ｂ ） に 示 す ハ ー ド ウ ェ ア 構 成 を 用 い て 、 図 ９ に 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト に 沿 っ て 認 証 作 業
を 進 行 さ せ る こ と に よ り 実 現 す る こ と が で き る 。 尚 、 図 ９ に お い て 、 上 記 図 ４ ま た は 図 ７
に 示 す ス テ ッ プ と 同 一 の ス テ ッ プ に つ い て は 、 同 一 の 符 号 を 付 し て そ の 説 明 を 省 略 ま た は
簡 略 す る 。
【 ０ ０ ９ １ 】
図 ９ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 ス テ ッ プ １ ２ ０ お よ び １ ２ ２ の 処 理 に よ り 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ
が 取 得 さ れ た 後 、 ス テ ッ プ １ ５ ０ に お い て 、 登 録 合 成 デ ー タ と 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 照
合 処 理 が 実 行 さ れ 、 ▲ １ ▼ 第 １ 一 致 数 、 ▲ ２ ▼ 第 １ 不 一 致 数 、 お よ び ▲ ３ ▼ 第 １ 認 証 後 デ
ー タ が 算 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ９ ２ 】
次 い で 、 ス テ ッ プ １ ２ ６ お よ び １ ２ ８ の 処 理 に よ り 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ た 後 、
登 録 合 成 デ ー タ と 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 照 合 処 理 が 実 行 さ れ 、 そ の 結 果 、 ▲ １ ▼ 第 ２ 一
致 数 、 ▲ ２ ▼ 第 ２ 不 一 致 数 、 お よ び ▲ ３ ▼ 第 ２ 認 証 後 デ ー タ が 算 出 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ６
０ ） 。
【 ０ ０ ９ ３ 】
以 上 説 明 し た 通 り 、 図 ９ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ 、 お よ び 第 ２ 認 証 指 紋
デ ー タ が 、 何 れ も 登 録 合 成 デ ー タ と 照 合 さ れ る 。 そ し て 、 上 記 ス テ ッ プ １ ６ ０ で は 、 上 記
ス テ ッ プ １ ５ ０ に お い て 用 い ら れ る の と 同 様 の 手 順 で 、 第 ２ 一 致 数 、 第 ２ 不 一 致 数 、 お よ
び 第 ２ 認 証 後 デ ー タ が 算 出 さ れ る 。 こ の 場 合 、 第 ２ 一 致 数 は 、 第 １ 一 致 数 と 同 様 に 、 認 証
に 用 い ら れ た 指 紋 と 登 録 に 用 い ら れ た 指 紋 の 一 致 度 が 増 す ほ ど 大 き く な る 傾 向 を 示 す 。 ま
た 、 第 ２ 不 一 致 数 は 、 第 １ 不 一 致 数 と 同 様 に 、 認 証 に 用 い ら れ た 指 紋 と 登 録 に 用 い ら れ た
指 紋 の 一 致 度 が 増 す ほ ど 小 さ く な る 傾 向 を 示 す 。 従 っ て 、 本 実 施 形 態 に お い て は 、 第 １ 一
致 数 お よ び 第 ２ 一 致 数 と 同 様 に 、 第 ２ 一 致 数 お よ び 第 ２ 不 一 致 数 も 、 本 人 認 証 の た め の 有
効 な 判 断 材 料 と し て 用 い る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ ４ 】
図 ９ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 次 に 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ 、 お よ び 第 ２ 認 証 後 デ ー タ の 論 理 積 を
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と る こ と に よ り 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 が 求 め ら れ る （ ス テ ッ プ １ ６ ２ ） 。
既 述 し た 通 り 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ は 、 登 録 合 成 デ ー タ の う ち 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま
れ て い な か っ た 特 徴 点 デ ー タ の 集 合 で あ る 。 ま た 、 第 ２ 認 証 後 デ ー タ は 、 登 録 合 成 デ ー タ
の う ち 、 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ て い な か っ た 特 徴 点 デ ー タ の 集 合 で あ る 。 従 っ て 、
第 １ 認 証 後 デ ー タ と 第 ２ 認 証 後 デ ー タ の 論 理 積 は 、 登 録 合 成 デ ー タ の う ち 、 第 １ 認 証 指 紋
デ ー タ に も 、 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ に も 含 ま れ て い な か っ た 特 徴 点 デ ー タ の 集 合 と な る 。 本
ス テ ッ プ １ ６ ２ で は 、 そ の 集 合 に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の 数 が 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数
と し て 算 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ９ ５ 】
上 記 の 手 法 に よ れ ば 、 実 施 の 形 態 １ ま た は ２ の 場 合 と 一 致 す る 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 を
得 る こ と が で き る 。 そ し て 、 そ の 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 は 、 認 証 に 用 い ら れ た 指 紋 と 登
録 に 用 い ら れ た 指 紋 の 一 致 度 が 増 す ほ ど 小 さ く な る 傾 向 を 示 す 。 こ の た め 、 本 実 施 形 態 に
お い て 算 出 さ れ る 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 も 、 実 施 の 形 態 １ ま た は ２ の 場 合 と 同 様 に 、 本
人 認 証 の た め の 有 効 な 判 断 材 料 と し て 用 い る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ ６ 】
図 ９ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 以 後 、 上 記 の 如 く 算 出 さ れ た 第 １ 一 致 数 、 第 １ 不 一 致 数 、 第 ２
一 致 数 、 第 ２ 不 一 致 数 、 お よ び 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 の 少 な く と も １ つ に 基 づ い て 、 認
証 の 対 象 で あ る 使 用 者 が 登 録 さ れ た 本 人 で あ る か 否 か が 判 断 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ６ ４ ） 。
こ こ で は 、 具 体 的 に は 、 上 述 し た ５ つ の 基 準 の 全 て が 、 そ れ ぞ れ 以 下 に 示 す 条 件 を 満 た す
か 否 か に よ り 、 本 人 で あ る か か 否 か が 判 断 さ れ る 。
・ 第 １ 一 致 数 が 、 第 １ 一 致 閾 値 ＝ ６ よ り 大 き い か （ ６ 以 下 で 他 人 判 定 ） 。
・ 第 １ 不 一 致 数 が 、 第 １ 不 一 致 閾 値 ＝ ３ よ り 小 さ い か （ ３ 以 上 で 他 人 判 定 ） 。
・ 第 ２ 一 致 数 が 、 第 ２ 一 致 閾 値 ＝ ６ よ り 大 き い か （ ６ 以 下 で 他 人 判 定 ） 。
・ 第 ２ 不 一 致 数 が 、 第 ２ 不 一 致 閾 値 ＝ ３ よ り 小 さ い か （ ３ 以 上 で 他 人 判 定 ） 。
・ 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 が 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 閾 値 ＝ ５ よ り 小 さ い か （ ５ 以 上 で 他
人 判 定 ） 。
【 ０ ０ ９ ７ 】
そ し て 、 上 記 の 判 別 の 結 果 に 従 い 、 本 人 認 証 を 肯 定 す る た め の ス テ ッ プ １ ３ ６ の 処 理 、 或
い は 、 本 人 認 証 を 否 定 す る た め の ス テ ッ プ １ ３ ８ の 処 理 の 何 れ か が 実 行 さ れ る 。
【 ０ ０ ９ ８ 】
［ 登 録 ・ 認 証 作 業 の 具 体 例 ］
次 に 、 図 １ ０ を 参 照 し て 、 上 述 し た 登 録 作 業 お よ び 認 証 作 業 の 具 体 例 を 説 明 す る 。 尚 、 図
１ ０ に お い て 、 個 々 の 特 徴 点 デ ー タ は 、 上 記 図 ５ ま た は 図 ８ に 示 す 場 合 と 同 様 に 、 簡 単 化
の た め ス カ ラ ー 量 で 表 し て い る 。
【 ０ ０ ９ ９ 】
図 １ ０ は 、 登 録 作 業 の 際 に 、 図 ６ に 示 す 登 録 作 業 に よ り 、 以 下 に 示 す 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ
お よ び 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ 、 更 に 、 以 下 に 示 す 論 理 和 デ ー タ が 登 録 合 成 デ ー タ
と し て 登 録 さ れ た 例 を 示 し て い る 。
第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ ： （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ２ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ ： （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ５ ， １ ９ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４ ７ ）
論 理 和 デ ー タ ： （ １ ， ３ ， ８ ， １ ０ ， １ １ ， １ ２ ， １ ５ ， １ ９ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３
， ３ ９ ， ４ ０ ， ４ ４ ， ４ ７ ）
【 ０ １ ０ ０ 】
図 １ ０ に 示 す 例 で は 、 認 証 作 業 の 際 に 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ０ お よ び １ ２ ２ の 処 理 、 並 び に
上 記 ス テ ッ プ １ ２ ６ お よ び １ ２ ８ の 処 理 に よ り 、 以 下 に 示 す 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ お よ び 第
２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ て い る 。
第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ ： （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ ： （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ５ ， ２ ０ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４
７ ）
【 ０ １ ０ １ 】
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上 述 し た 登 録 合 成 デ ー タ に 対 し て 、 上 記 の 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ た 場 合 、 図 ９ に
示 す ス テ ッ プ １ ５ ０ で は 、 第 １ 一 致 数 、 第 １ 不 一 致 数 、 お よ び 第 １ 認 証 後 デ ー タ が そ れ ぞ
れ 以 下 の よ う に 取 得 さ れ る 。
第 １ 一 致 数 ＝ ９ 　 （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 １ 不 一 致 数 ＝ ０
第 １ 認 証 後 デ ー タ ： （ ３ ， １ ０ ， １ ２ ， １ ９ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４ ７ ）
【 ０ １ ０ ２ 】
ま た 、 上 述 し た 登 録 合 成 デ ー タ に 対 し て 、 上 記 の 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ た 場 合 、
上 記 ス テ ッ プ １ ６ ０ で は 、 第 ２ 一 致 数 、 第 ２ 不 一 致 数 、 お よ び 第 ２ 認 証 後 デ ー タ が そ れ ぞ
れ 以 下 の よ う に 取 得 さ れ る 。
第 ２ 一 致 数 ＝ １ ０ 　 （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４ ７ ）
第 ２ 不 一 致 数 ＝ １ 　 （ ２ ０ ）
第 ２ 認 証 後 デ ー タ ： （ １ ， １ １ ， １ ２ ， １ ９ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
【 ０ １ ０ ３ 】
そ し て 、 上 記 ス テ ッ プ １ ６ ２ の 処 理 に よ れ ば 、 上 記 の 第 １ 認 証 後 デ ー タ 、 お よ び 第 ２ 認 証
後 デ ー タ に 基 づ い て 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 が 以 下 に 示 す よ う に 算 出 さ れ る 。
登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 ＝ ２ 　 （ １ ２ ， １ ９ ）
【 ０ １ ０ ４ 】
既 述 し た 通 り 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 は 、 第 １ 一 致 数 が ６ よ り 大 き く 、
第 １ 不 一 致 数 が ３ よ り 小 さ く 、 第 ２ 一 致 数 が ６ よ り 大 き く 、 第 ２ 不 一 致 数 が ３ よ り 小 さ く
、 か つ 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 が ５ よ り 小 さ い 場 合 に 、 認 証 の 対 象 で あ る ユ ー ザ ー を 本
人 と し て 認 証 す る （ 上 記 ス テ ッ プ １ ６ ４ 参 照 ） 。 図 １ ０ に 示 す 例 で は 、 こ れ ら の 基 準 が 全
て 満 た さ れ て い る た め 、 認 証 の 対 象 で あ る ユ ー ザ ー は 、 こ の 場 合 、 本 人 と し て 認 め ら れ る
。
【 ０ １ ０ ５ 】
以 上 説 明 し た 通 り 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 、 お よ び 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置
は 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ の み を 登 録 合 成 デ ー タ と す る こ と で 、 指 紋 デ ー
タ の 登 録 お よ び 認 証 に 要 す る 処 理 を 簡 単 化 し つ つ 、 高 精 度 な 指 紋 認 証 処 理 を 実 現 す る こ と
が で き る 。 こ の た め 、 本 実 施 形 態 の 構 成 に よ れ ば 、 実 施 の 形 態 １ の シ ス テ ム と 同 様 の 効 果
を 奏 す る シ ス テ ム を 、 よ り 安 価 に 実 現 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ６ 】
尚 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 ３ に お い て は 、 処 理 部 １ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ５ ０ に お い て 第 １
一 致 数 を 求 め 、 上 記 ス テ ッ プ １ ６ ０ に お い て 第 ２ 一 致 数 を 求 め る こ と に よ り 前 記 第 ８ の 発
明 に お け る 「 第 ｎ 一 致 数 取 得 手 段 」 が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ５ ０ に お い て 第 １ 不 一 致 数 を 求 め
、 上 記 ス テ ッ プ １ ６ ０ に お い て 第 ２ 不 一 致 数 を 求 め る こ と に よ り 前 記 第 ８ の 発 明 に お け る
「 第 ｎ 不 一 致 数 取 得 手 段 」 が 、 そ れ ぞ れ 実 現 さ れ て い る 。 ま た 、 処 理 部 ２ ２ が 、 上 記 ス テ
ッ プ １ ６ ２ の 処 理 を 実 行 す る こ と に よ り 前 記 第 ８ の 発 明 に お け る 「 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致
数 取 得 手 段 」 が 実 現 さ れ て い る 。
【 ０ １ ０ ７ 】
実 施 の 形 態 ４ ．
次 に 、 図 １ １ を 参 照 し て 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ４ に つ い て 説 明 す る 。
［ 登 録 作 業 の 説 明 ］
図 １ １ は 、 実 施 の 形 態 ４ に お け る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 に お い て 実 現 さ れ る 登 録 作 業 の 流 れ
を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 本 実 施 形 態 に お い て 、 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 は 、
図 １ （ Ａ ） に 示 す ハ ー ド ウ ェ ア 構 成 を 用 い て 、 図 １ １ に 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト に 沿 っ て 登 録
作 業 を 進 行 さ せ る こ と に よ り 実 現 す る こ と が で き る 。 ま た 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー
タ 登 録 装 置 は 、 実 施 の 形 態 １ に お け る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 と 組 み 合 わ せ て 用 い る こ と が で
き る 。 尚 、 図 １ １ に お い て 、 上 記 図 ２ に 示 す ス テ ッ プ と 同 一 の ス テ ッ プ に つ い て は 、 同 一
の 符 号 を 付 し て そ の 説 明 を 省 略 ま た は 簡 略 す る 。
【 ０ １ ０ ８ 】

10

20

30

40

50

(20) JP 2004-164181 A 2004.6.10



図 １ １ に 示 す 登 録 作 業 は 、 ス テ ッ プ １ ０ ０ ～ １ ０ ６ の 処 理 に 次 い で 、 ス テ ッ プ １ ７ ０ の 処
理 が 実 行 さ れ る 点 を 除 き 、 図 ２ に 示 す 登 録 作 業 と 同 様 で あ る 。 す な わ ち 、 図 １ １ に 示 す 登
録 作 業 で は 、 ス テ ッ プ １ ０ ０ ～ １ ０ ６ の 処 理 に よ り 、 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ と 、 第 ２ 登 録 指
紋 デ ー タ と が 取 得 さ れ た 後 、 そ れ ら ２ つ の 登 録 指 紋 デ ー タ の 相 対 位 置 関 係 が 、 両 者 の 論 理
積 デ ー タ の デ ー タ 数 が 最 大 と な る 位 置 に 特 定 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ７ ０ ） 。
【 ０ １ ０ ９ 】
本 ス テ ッ プ １ ７ ０ に お け る 相 対 位 置 の 特 定 は 、 具 体 的 に は 、 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ の 位 置 （
座 標 軸 ） を 固 定 し た う え で 、 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ の 位 置 を 所 定 の 範 囲 内 で 適 当 に 移 動 、 或
い は 回 転 さ せ つ つ 、 両 者 が 最 も 整 合 す る 位 置 を 探 す 手 法 で 行 わ れ る 。 こ こ で 、 あ る 相 対 位
置 関 係 に お け る 両 者 の 整 合 度 合 い は 、 そ の 位 置 関 係 に お い て 、 両 者 の 論 理 積 デ ー タ を 求 め
た う え で 、 そ の デ ー タ 数 に よ り 判 断 す る 。 そ の 結 果 、 本 ス テ ッ プ １ ７ ０ の 処 理 に よ れ ば 、
第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ と 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ と の 相 対 位 置 が 、 両 者 の 論 理 積 デ ー タ 数 が 最 大
と な る 位 置 、 つ ま り 、 両 者 間 で の 重 複 デ ー タ 数 が 最 大 と な る よ う な 位 置 に 特 定 さ れ る 。
【 ０ １ １ ０ 】
［ 認 証 作 業 の 説 明 ］
本 実 施 形 態 に お い て 、 認 証 作 業 は 、 実 施 の 形 態 １ の 場 合 と 同 様 に 行 わ れ る （ 図 ４ お よ び 図
５ 参 照 ） 。 つ ま り 、 本 実 施 形 態 に お け る 認 証 作 業 で は 、 登 録 合 成 デ ー タ と 第 １ 認 証 指 紋 デ
ー タ と の 照 合 処 理 （ 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ０ ～ １ ２ ４ 参 照 ） 、 お よ び 第 １ 認 証 後 デ ー タ と 第 ２
認 証 指 紋 デ ー タ と の 照 合 処 理 （ 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ６ ～ １ ３ ０ 参 照 ） が 実 行 さ れ る 。 ま た 、
そ れ ぞ れ の 照 合 処 理 （ ス テ ッ プ １ ２ ４ お よ び １ ３ ０ ） は 、 照 合 す べ き ２ つ の 指 紋 デ ー タ の
相 対 位 置 を 適 当 に 整 合 さ せ る た め の 処 理 を 含 ん で い る 。
【 ０ １ １ １ 】
登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ て い る 第 １ 指 の 指 紋 デ ー タ （ こ こ で は 、 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ と 仮
定 す る ） の 相 対 位 置 と 、 そ の 指 に 対 応 す る 認 証 指 紋 デ ー タ （ こ こ で は 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー
タ と 仮 定 す る ） の 相 対 位 置 と を 正 確 に 整 合 さ せ る た め に は 、 登 録 合 成 デ ー タ に 、 第 １ 登 録
指 紋 デ ー タ 以 外 の 余 計 な 特 徴 点 デ ー タ が 含 ま れ て い な い こ と が 望 ま し い 。
【 ０ １ １ ２ 】
本 実 施 形 態 に お け る 登 録 作 業 で は 、 既 述 し た 通 り 、 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ と 第 ２ 登 録 指 紋 デ
ー タ の 双 方 に 重 複 し て 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ が 最 大 と な る よ う に 、 そ れ ら ２ つ の デ ー タ が
合 成 さ れ る 。 登 録 合 成 デ ー タ が こ の よ う に し て 生 成 さ れ る 場 合 、 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ
る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 何 れ か 一 方 の 登 録 指 紋 デ ー タ に し か 含 ま れ な い も の の 数 は 最 少 と
な る 。 つ ま り 、 本 実 施 形 態 に お け る 登 録 作 業 に よ れ ば 、 認 証 作 業 の 際 に 、 登 録 合 成 デ ー タ
の 相 対 位 置 と 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ の 相 対 位 置 と を 整 合 さ せ る う え で 余 計 な 特 徴 点 デ ー タ と
な る デ ー タ の 数 を 最 少 と す る こ と が で き る 。
【 ０ １ １ ３ 】
こ の た め 、 本 実 施 形 態 の シ ス テ ム に よ れ ば 、 認 証 作 業 の 際 に 、 登 録 合 成 デ ー タ と 第 １ 認 証
指 紋 デ ー タ と を 精 度 よ く 相 対 位 置 合 わ せ し た う え で 両 者 を 適 正 に 照 合 す る こ と が で き る 。
ひ い て は 、 第 ２ 指 の 登 録 指 紋 デ ー タ と 精 度 良 く 一 致 す る 第 １ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 す る こ と
が で き 、 そ の 第 １ 認 証 後 デ ー タ と 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ と を 精 度 良 く 照 合 さ せ る こ と が で き
る 。 こ の た め 、 本 実 施 形 態 の シ ス テ ム に よ れ ば 、 実 施 の 形 態 １ の シ ス テ ム に 比 し て 、 本 人
認 証 の 精 度 を よ り 一 層 高 め る こ と が で き る 。
【 ０ １ １ ４ 】
と こ ろ で 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 ４ に お い て は 、 第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ と 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ
と を 最 適 な 相 対 位 置 関 係 で 合 成 す る と い う 機 能 を 、 実 施 の 形 態 １ の シ ス テ ム に 組 み 込 む こ
と と し て い る が 、 こ の 機 能 の 適 用 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な い 。 す な わ ち 、 第 １ 登 録
指 紋 デ ー タ と 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ と を 最 適 な 相 対 位 置 関 係 で 合 成 す る と い う 機 能 は 、 実 施
の 形 態 ２ ま た は ３ の 装 置 に 組 み 込 む こ と と し て も よ い 。
【 ０ １ １ ５ 】
尚 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 ４ に お い て は 、 処 理 部 １ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ７ ０ に お い て 、 第
１ 登 録 指 紋 デ ー タ と 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ の 相 対 位 置 を 変 化 さ せ る こ と に よ り 前 記 第 ４ の 発
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明 に お け る 「 相 対 位 置 関 係 変 更 手 段 」 が 、 変 更 さ れ た 個 々 の 相 対 位 置 関 係 に お い て 両 者 の
論 理 積 デ ー タ を 取 得 す る こ と に よ り 前 記 第 ４ の 発 明 に お け る 「 特 定 用 論 理 積 デ ー タ 取 得 手
段 」 が 、 そ の よ う に し て 取 得 さ れ た 論 理 積 デ ー タ の デ ー タ 数 が 最 大 と な る よ う に ２ つ の 登
録 指 紋 デ ー タ の 相 対 位 置 を 特 定 す る こ と に よ り 前 記 第 ４ の 発 明 に お け る 「 相 対 位 置 関 係 特
定 手 段 」 が 、 そ れ ぞ れ 実 現 さ れ て い る 。
【 ０ １ １ ６ 】
実 施 の 形 態 ５ ．
次 に 、 図 １ ２ を 参 照 し て 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ５ に つ い て 説 明 す る 。
［ 登 録 作 業 の 説 明 ］
実 施 の 形 態 ５ に お い て 、 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 は 、 実 施 の 形 態 １ の 装 置 と 同 様 の 構 成 に よ り
実 現 す る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 は 、 図 １ （ Ａ
） に 示 す ハ ー ド ウ ェ ア 構 成 を 用 い て 、 図 ２ に 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト に 沿 っ て 登 録 作 業 を 進 行
さ せ る こ と に よ り 実 現 す る こ と が で き る 。 こ の 装 置 に よ れ ば 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論
理 和 デ ー タ と 、 個 々 の 特 徴 点 デ ー タ の 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 で の 重 複 数 を 意 味 す る カ
ウ ン タ 数 と を 登 録 合 成 デ ー タ と し て 記 憶 部 １ ４ に 登 録 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ １ ７ 】
［ 認 証 作 業 の 説 明 ］
図 １ ２ は 、 実 施 の 形 態 ５ に お け る 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置 に お い て 実 現 さ れ る 認 証 作 業 の 流 れ
を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 本 実 施 形 態 の 装 置 は 、 図 １ （ Ｂ ） に 示 す ハ ー ド
ウ ェ ア 構 成 を 用 い て 、 図 １ ２ に 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト に 沿 っ て 認 証 作 業 を 進 行 さ せ る こ と に
よ り 実 現 す る こ と が で き る 。 尚 、 図 １ ２ に お い て 、 上 記 図 ４ 、 図 ７ 、 ま た は 図 ９ に 示 す ス
テ ッ プ と 同 一 の ス テ ッ プ に つ い て は 、 同 一 の 符 号 を 付 し て そ の 説 明 を 省 略 ま た は 簡 略 す る
。
【 ０ １ １ ８ 】
図 １ ２ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 ス テ ッ プ １ ２ ０ お よ び １ ２ ２ の 処 理 に よ り 第 １ 認 証 指 紋 デ ー
タ が 取 得 さ れ た 後 、 所 定 の 規 則 に 従 っ て 初 期 設 定 さ れ た 相 対 位 置 関 係 に お い て 、 登 録 合 成
デ ー タ と 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 照 合 処 理 が 実 行 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ８ ０ ） 。
【 ０ １ １ ９ 】
次 に 、 上 記 の 照 合 の 結 果 、 登 録 合 成 デ ー タ と 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ の 双 方 に お い て 一 致 し て
い る 特 徴 点 デ ー タ の 数 が 、 所 定 閾 値 （ 例 え ば ６ ） を 超 え て い る か 否 か が 判 別 さ れ る （ ス テ
ッ プ １ ８ ２ ） 。
【 ０ １ ２ ０ 】
特 徴 点 デ ー タ の 一 致 数 が 所 定 閾 値 を 超 え て い な い と 判 別 さ れ た 場 合 は 、 今 回 の 処 理 サ イ ク
ル で 採 用 さ れ た 相 対 位 置 関 係 が 適 正 な も の で は な い と 判 断 さ れ る 。 そ し て 、 こ の 場 合 は 、
以 後 、 ス テ ッ プ １ ８ ４ が ジ ャ ン プ さ れ 、 速 や か に ス テ ッ プ １ ８ ６ の 処 理 が 実 行 さ れ る 。
【 ０ １ ２ １ 】
一 方 、 上 記 ス テ ッ プ １ ８ ２ に お い て 、 特 徴 点 デ ー タ の 一 致 数 が 所 定 閾 値 を 超 え て い る と 判
別 さ れ た 場 合 は 、 今 回 の 処 理 サ イ ク ル で 採 用 さ れ た 相 対 位 置 関 係 が 、 適 正 な も の で あ る 可
能 性 が あ る と 判 断 さ れ る 。 こ の 場 合 は 、 以 後 、 以 下 の 処 理 が 実 行 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ８ ４
） 。
▲ １ ▼ 特 徴 点 デ ー タ の 一 致 数 を 第 １ 一 致 数 （ 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ
の う ち 、 登 録 合 成 デ ー タ 中 の 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 す る も の の 数 ） と し て 記 録 。
▲ ２ ▼ 第 １ 不 一 致 数 （ 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 登 録 合 成 デ ー
タ 中 の 特 徴 点 デ ー タ と 一 致 し な い も の の 数 ） の 算 出 。
▲ ３ ▼ 第 １ 認 証 後 デ ー タ の 生 成 。
【 ０ １ ２ ２ 】
上 記 ▲ １ ▼ ～ ▲ ３ ▼ の 処 理 の う ち 、 ▲ １ ▼ お よ び ▲ ２ ▼ の 処 理 は 、 図 ４ に 示 す ス テ ッ プ １
２ ４ や 、 図 ９ に 示 す ス テ ッ プ １ ５ ０ に お い て 実 行 さ れ る 処 理 と 実 質 的 に 同 様 で あ る 。 こ の
た め 、 こ こ で は 、 そ れ ら に つ い て の 詳 細 な 説 明 は 省 略 す る 。 こ れ に 対 し て 、 ▲ ３ ▼ の 処 理
は 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ４ 、 或 い は 上 記 ス テ ッ プ １ ５ ０ で 実 行 さ れ る 処 理 と そ の 内 容 が 異 な
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っ て い る 。
【 ０ １ ２ ３ 】
す な わ ち 、 図 ４ に 示 す ス テ ッ プ １ ２ ４ で は 、 登 録 合 成 デ ー タ に カ ウ ン タ 数 が 含 ま れ て い る
こ と を 前 提 と し て 、 カ ウ ン タ 数 の 減 算 後 に な お １ 以 上 の カ ウ ン タ 数 を 有 す る 特 徴 点 デ ー タ
の み を 残 存 さ せ る こ と で 第 １ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 し て い る 。 ま た 、 図 ９ に 示 す ス テ ッ プ １
５ ０ で は 、 登 録 合 成 デ ー タ に カ ウ ン タ 数 が 含 ま れ て い な い こ と を 前 提 と し て 、 登 録 合 成 デ
ー タ に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー
タ を 単 純 に 削 除 す る こ と に よ り 第 １ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 し て い る 。
【 ０ １ ２ ４ 】
こ れ に 対 し て 、 本 ス テ ッ プ １ ８ ４ で は 、 登 録 合 成 デ ー タ に カ ウ ン タ 数 が 含 ま れ て い る こ と
を 前 提 と し 、 個 々 の 特 徴 点 デ ー タ に つ い て の カ ウ ン タ 数 を 維 持 し つ つ 、 登 録 合 成 デ ー タ に
含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ の う ち 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ を 削
除 す る こ と に よ り 第 １ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 し て い る 。 つ ま り 、 本 ス テ ッ プ １ ８ ４ の 処 理 に
よ れ ば 、 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ て お り 、 か つ 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ て い な か っ
た 特 徴 点 デ ー タ と 、 登 録 作 業 の 際 に そ れ ら の 特 徴 点 デ ー タ に 付 与 さ れ て い た カ ウ ン タ 数 と
を 含 む 情 報 が 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ と し て 生 成 さ れ る 。
【 ０ １ ２ ５ 】
図 １ ２ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 次 に 、 処 理 部 ２ ２ に よ っ て 、 予 め 設 定 さ れ た 範 囲 （ 移 動 範 囲
、 お よ び 移 動 角 度 ） に 属 す る 全 て の 相 対 位 置 関 係 に つ き 、 照 合 処 理 が 終 了 し た か 否 か が 判
別 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ８ ６ ） 。
【 ０ １ ２ ６ 】
そ の 結 果 、 未 だ 全 て の 相 対 位 置 関 係 に つ き 、 照 合 処 理 が 終 了 し て い な い と 判 別 さ れ た 場 合
は 、 登 録 合 成 デ ー タ と 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ の 相 対 位 置 関 係 を 変 化 さ せ た う え で 、 再 び 上 記
ス テ ッ プ １ ８ ０ 以 降 の 処 理 が 繰 り 返 さ れ る 。 一 方 、 全 て の 相 対 位 置 関 係 に つ き 照 合 処 理 が
終 了 し て い る と 判 別 さ れ た 場 合 は 、 有 効 な 照 合 が 存 在 し て い た か 、 つ ま り 、 上 記 ス テ ッ プ
１ ８ ２ に お い て 、 一 致 数 が 所 定 閾 値 を 超 え て い る と 判 断 さ れ た 照 合 が 存 在 す る か 否 か が 判
断 さ れ る （ ス テ ッ プ １ ８ ８ ） 。
【 ０ １ ２ ７ 】
上 記 ス テ ッ プ １ ８ ８ に お い て 、 有 効 な 照 合 が 存 在 し な い と 判 断 さ れ た 場 合 は 、 今 回 の 認 証
に 用 い ら れ た 指 紋 は 、 登 録 さ れ た ユ ー ザ ー の 指 紋 で は な い と 判 断 さ れ る 。 こ の 場 合 、 以 後
、 本 人 認 証 を 否 定 す べ く ス テ ッ プ １ ３ ６ の 処 理 が 実 行 さ れ る 。 一 方 、 上 記 ス テ ッ プ １ ８ ８
に お い て 、 有 効 な 照 合 が 存 在 す る と 判 別 さ れ た 場 合 は 、 次 に 、 ス テ ッ プ １ ２ ６ お よ び １ ２
８ の 処 理 に よ り 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ る 。
【 ０ １ ２ ８ 】
ス テ ッ プ １ ２ ８ の 処 理 が 終 了 す る と 、 今 度 は 、 登 録 合 成 デ ー タ と 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ と を
対 象 と し て 、 上 述 し た ス テ ッ プ １ ８ ０ ～ １ ８ ８ の 処 理 と 同 様 の 処 理 が 実 行 さ れ る （ ス テ ッ
プ １ ９ ０ ～ １ ９ ８ ） 。
【 ０ １ ２ ９ 】
そ し て 、 ス テ ッ プ １ ９ ８ に お い て 、 登 録 合 成 デ ー タ と 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ と の 関 係 で は 、
有 効 な 照 合 が 存 在 し な か っ た と 判 断 さ れ た 場 合 は 、 本 人 認 証 を 否 定 す べ く ス テ ッ プ １ ３ ６
の 処 理 が 実 行 さ れ る 。 一 方 、 上 記 ス テ ッ プ １ ９ ８ に お い て 、 有 効 な 照 合 が 存 在 す る と 判 別
さ れ た 場 合 は 、 次 に 、 有 効 な 照 合 と 判 断 さ れ た 全 て の 照 合 の 中 か ら 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ
、 お よ び 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ の そ れ ぞ れ に つ き 、 最 適 な 照 合 （ 相 対 位 置 関 係 ） が 特 定 さ れ
る （ ス テ ッ プ ２ ０ ０ ） 。
【 ０ １ ３ ０ 】
本 ス テ ッ プ ２ ０ ０ で は 、 具 体 的 に は 、 以 下 の 処 理 が 実 行 さ れ る 。
▲ １ ▼ 上 記 ス テ ッ プ １ ８ ４ で 生 成 さ れ た 全 て の 第 １ 認 証 後 デ ー タ に つ い て 、 カ ウ ン タ 数 の
総 和 を 算 出 。
▲ ２ ▼ カ ウ ン タ 数 の 総 和 が 最 少 で あ る 第 １ 認 証 後 デ ー タ を 特 定 。
▲ ３ ▼ 上 記 の 処 理 で 特 定 さ れ た 第 １ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 さ せ た 照 合 （ 相 対 位 置 関 係 ） を 、

10

20

30

40

50

(23) JP 2004-164181 A 2004.6.10



登 録 合 成 デ ー タ と 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ と に つ い て の 最 適 な 照 合 （ 相 対 位 置 関 係 ） と し て 特
定 。
▲ ４ ▼ 上 記 ス テ ッ プ １ ９ ４ で 生 成 さ れ た 全 て の 第 ２ 認 証 後 デ ー タ に つ い て 、 カ ウ ン タ 数 の
総 和 を 算 出 。
▲ ５ ▼ カ ウ ン タ 数 の 総 和 が 最 少 で あ る 第 ２ 認 証 後 デ ー タ を 特 定 。
▲ ６ ▼ 上 記 の 処 理 で 特 定 さ れ た 第 ２ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 さ せ た 照 合 （ 相 対 位 置 関 係 ） を 、
登 録 合 成 デ ー タ と 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ と に つ い て の 最 適 な 照 合 （ 相 対 位 置 関 係 ） と し て 特
定 。
【 ０ １ ３ １ 】
第 １ 認 証 後 デ ー タ の カ ウ ン タ 数 の 総 和 、 お よ び 第 ２ 認 証 後 デ ー タ の カ ウ ン タ 数 の 総 和 は 、
何 れ も 、 そ れ ら の デ ー タ に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ の 数 が 少 な い ほ ど 小 さ な 値 と な る 。
そ し て 、 特 徴 点 デ ー タ の 数 が 同 数 で あ る 場 合 は 、 カ ウ ン タ 数 ２ を 有 す る 特 徴 点 デ ー タ 数 が
少 な い ほ ど カ ウ ン タ 数 の 総 和 は 小 さ な 値 と な る 。 従 っ て 、 上 記 ス テ ッ プ ２ ０ ０ の 処 理 に よ
れ ば 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ 中 の 特 徴 点 デ ー タ 数 を 最 少 と し 、 か つ 、 そ こ に 含 ま れ る カ ウ ン タ
数 ２ の 特 徴 点 デ ー タ 数 を 最 少 と す る 照 合 を 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ に 関 す る 最 適 な 照 合 と し て
特 定 す る こ と が で き る 。 同 様 に 、 第 ２ 認 証 後 デ ー タ 中 の 特 徴 点 デ ー タ 数 を 最 少 と し 、 か つ
、 そ こ に 含 ま れ る カ ウ ン タ 数 ２ の 特 徴 点 デ ー タ 数 を 最 少 と す る 照 合 を 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ
に 関 す る 最 適 な 照 合 と し て 特 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ３ ２ 】
第 １ 認 証 後 デ ー タ に 含 ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ 数 が 最 少 で あ る と い う こ と は 、 登 録 合 成 デ
ー タ と 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ と が 最 も 良 く 整 合 し て い る こ と を 意 味 す る 。 ま た 、 第 １ 認 証 後
デ ー タ に 含 ま れ て い る カ ウ ン タ 数 ２ の 特 徴 点 デ ー タ 数 が 最 少 で あ る と い う こ と は 、 そ の 照
合 （ 相 対 位 置 関 係 ） に お い て 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ 中 の 特 徴 点 デ ー タ が 、 登 録 合 成 デ ー タ 中
の 重 複 デ ー タ （ ２ つ の 登 録 指 紋 デ ー タ に 含 ま れ る 特 徴 点 デ ー タ ） と 、 最 も 数 多 く 整 合 し て
い る こ と を 意 味 し て い る 。
【 ０ １ ３ ３ 】
本 実 施 形 態 に お い て 、 登 録 合 成 デ ー タ の 中 に は 、 ２ つ の 登 録 指 紋 デ ー タ の う ち 一 方 に し か
含 ま れ て い な い 特 徴 点 デ ー タ （ 非 重 複 デ ー タ ） と 、 何 れ の 登 録 指 紋 デ ー タ に も 重 複 し て 含
ま れ て い る 特 徴 点 デ ー タ （ 重 複 デ ー タ ） と が 含 ま れ て い る 。 登 録 に 用 い ら れ た ２ 本 の 指 で
認 証 作 業 が 行 わ れ る 場 合 、 登 録 合 成 デ ー タ 中 の 非 重 複 デ ー タ に つ い て は 、 何 れ の 指 に 対 応
す る デ ー タ で あ る か が 不 確 か で あ る 。 こ れ に 対 し て 、 登 録 合 成 デ ー タ 中 の 重 複 デ ー タ は 、
何 れ の 指 の 照 合 時 に も 、 そ の 指 に 対 応 し て い る こ と が 確 か な デ ー タ で あ る 。
【 ０ １ ３ ４ 】
従 っ て 、 カ ウ ン タ 数 ２ の 特 徴 点 デ ー タ が 最 少 と な る 照 合 （ 相 対 位 置 関 係 ） で は 、 第 １ 指 に
つ い て も 、 第 ２ 指 に つ い て も 、 そ の 指 に 対 応 す る こ と が 確 か な デ ー タ 同 士 が 最 も 数 多 く 整
合 し て い る こ と に な る 。 第 １ 指 を 用 い た 照 合 処 理 に お い て 、 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ が 、 そ の
指 に 対 応 す る こ と が 不 確 か な 特 徴 点 デ ー タ と 数 多 く 整 合 し て い る 場 合 と 、 そ の 指 に 対 応 す
る こ と が 確 か な 特 徴 点 デ ー タ と 数 多 く 整 合 し て い る 場 合 と で は 、 正 し い 認 証 結 果 を 得 る う
え で 後 者 の 方 が 望 ま し い こ と は 明 ら か で あ る 。 上 述 し た ス テ ッ プ ２ ０ ０ の 処 理 に よ れ ば 、
第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ に つ い て も 、 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ に つ い て も 、 上 記 の 観 点 か ら 最 適 と
判 断 で き る 照 合 （ 相 対 位 置 関 係 ） を 、 最 適 な 照 合 （ 相 対 位 置 関 係 ） と し て 特 定 す る こ と が
で き る 。
【 ０ １ ３ ５ 】
図 １ ２ に 示 す 認 証 作 業 で は 、 以 後 、 最 適 な 照 合 （ 相 対 位 置 関 係 ） に お い て 所 得 さ れ て い た
第 １ 一 致 数 、 第 １ 不 一 致 数 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ 、 第 ２ 一 致 数 、 第 ２ 不 一 致 数 、 お よ び 第 ２
認 証 後 デ ー タ に 基 づ い て 、 本 人 認 証 の た め の 処 理 、 す な わ ち 、 ス テ ッ プ １ ６ ２ お よ び １ ６
４ の 処 理 が 実 行 さ れ る 。
【 ０ １ ３ ６ 】
［ 登 録 ・ 認 証 作 業 の 具 体 例 ］
次 に 、 図 １ ３ を 参 照 し て 、 上 述 し た 登 録 作 業 お よ び 認 証 作 業 の 具 体 例 を 説 明 す る 。 尚 、 図
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８ に お い て 、 個 々 の 特 徴 点 デ ー タ は 、 上 記 図 ５ に 示 す 場 合 と 同 様 に 、 簡 単 化 の た め ス カ ラ
ー 量 で 表 し て い る 。
【 ０ １ ３ ７ 】
図 １ ３ は 、 登 録 作 業 の 際 に 、 上 記 ス テ ッ プ １ ０ ０ ～ １ ０ ６ の 処 理 に よ り 、 以 下 に 示 す 第 １
登 録 指 紋 デ ー タ お よ び 第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ た 例 を 示 し て い る 。
第 １ 登 録 指 紋 デ ー タ ： （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ２ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 ２ 登 録 指 紋 デ ー タ ： （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ５ ， １ ９ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４ ７ ）
【 ０ １ ３ ８ 】
本 実 施 形 態 の 指 紋 登 録 装 置 に よ れ ば 、 実 施 の 形 態 １ の 場 合 と 同 様 に 、 こ の 場 合 、 以 下 に 示
す 論 理 和 デ ー タ 、 お よ び カ ウ ン タ 数 の 情 報 が 、 登 録 合 成 デ ー タ と し て 登 録 さ れ る 。
論 理 和 デ ー タ ： （ １ ， ３ ， ８ ， １ ０ ， １ １ ， １ ２ ， １ ５ ， １ ９ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３
， ３ ９ ， ４ ０ ， ４ ４ ， ４ ７ ）
カ ウ ン タ 数 ２ ： ８ ， １ ５ ， ２ ８ ， ３ ０
カ ウ ン タ 数 １ ： １ ， ３ ， １ ０ ， １ １ ， １ ２ ， １ ９ ， ２ ３ ， ３ ３ ， ３ ９ ， ４ ０ ， ４ ４ ， ４ ７
【 ０ １ ３ ９ 】
図 １ ３ に 示 す 例 で は 、 認 証 作 業 の 際 に 、 上 記 ス テ ッ プ １ ２ ０ お よ び １ ２ ２ の 処 理 、 並 び に
上 記 ス テ ッ プ １ ２ ６ お よ び １ ２ ８ の 処 理 に よ り 、 以 下 に 示 す 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ お よ び 第
２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 取 得 さ れ て い る 。
第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ ： （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ ： （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ５ ， ２ ０ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４
７ ）
【 ０ １ ４ ０ 】
ま た 、 図 １ ３ は 、 上 記 の 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ 、 お よ び 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ が 、 そ の ま ま の
状 態 で 最 適 な 照 合 を 実 現 し 得 る も の で あ っ た 場 合 を 示 し て い る 。 こ の た め 、 図 １ ３ に 示 す
例 で は 、 上 述 し た 登 録 合 成 デ ー タ と 、 上 記 の 第 １ 認 証 指 紋 デ ー タ と に 基 づ い て 、 最 適 照 合
に お け る 第 １ 一 致 数 、 第 １ 不 一 致 数 、 お よ び 第 １ 認 証 後 デ ー タ が 、 そ れ ぞ れ 以 下 の よ う に
取 得 さ れ て い る （ 上 記 ス テ ッ プ １ ８ ４ お よ び ２ ０ ０ 参 照 ） 。
第 １ 一 致 数 ＝ ９ 　 （ １ ， ８ ， １ １ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
第 １ 不 一 致 数 ＝ ０
第 １ 認 証 後 デ ー タ ： （ ３ ， １ ０ ， １ ２ ， １ ９ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４ ７ ）
【 ０ １ ４ １ 】
ま た 、 図 １ ３ に 示 す 例 で は 、 上 述 し た 登 録 合 成 デ ー タ と 、 上 記 の 第 ２ 認 証 指 紋 デ ー タ と に
基 づ い て 、 最 適 照 合 に お け る 第 ２ 一 致 数 、 第 ２ 不 一 致 数 、 お よ び 第 ２ 認 証 後 デ ー タ が 、 そ
れ ぞ れ 以 下 の よ う に 取 得 さ れ て い る （ 上 記 ス テ ッ プ １ ９ ４ お よ び ２ ０ ０ 参 照 ） 。
第 ２ 一 致 数 ＝ １ ０ 　 （ ３ ， ８ ， １ ０ ， １ ５ ， ２ ３ ， ２ ８ ， ３ ０ ， ３ ３ ， ４ ０ ， ４ ７ ）
第 ２ 不 一 致 数 ＝ １ 　 （ ２ ０ ）
第 ２ 認 証 後 デ ー タ ： （ １ ， １ １ ， １ ２ ， １ ９ ， ３ ９ ， ４ ４ ）
【 ０ １ ４ ２ 】
こ の 場 合 、 ス テ ッ プ １ ６ ２ で は 、 上 記 の 第 １ 認 証 後 デ ー タ 、 お よ び 第 ２ 認 証 後 デ ー タ に 基
づ い て 、 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 が 以 下 に 示 す よ う に 算 出 さ れ る 。
登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 ＝ ２ 　 （ １ ２ ， １ ９ ）
【 ０ １ ４ ３ 】
そ し て 、 ス テ ッ プ １ ６ ４ で は 、 第 １ 一 致 数 、 第 １ 不 一 致 数 、 第 ２ 一 致 数 、 第 ２ 不 一 致 数 、
お よ び 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 が 何 れ も 認 証 基 準 を 満 た し て い る こ と か ら 、 本 人 認 証 が 肯
定 さ れ る 。
【 ０ １ ４ ４ 】
以 上 説 明 し た 通 り 、 本 実 施 形 態 に お け る 指 紋 デ ー タ 登 録 装 置 、 お よ び 指 紋 デ ー タ 認 証 装 置
は 、 単 体 で の 指 紋 デ ー タ を 用 い る こ と な く 、 登 録 合 成 デ ー タ の み を 恒 常 的 に 記 憶 し つ つ 、
最 適 な 照 合 を 探 し て 認 証 作 業 を 進 め る こ と が で き る 。 こ の た め 、 本 実 施 形 態 の 構 成 に よ れ
ば 、 単 体 の 指 紋 デ ー タ の 流 出 や 盗 用 を 確 実 に 防 止 し つ つ 、 極 め て 高 い 精 度 で の 認 証 処 理 を
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実 現 し 得 る 指 紋 認 証 シ ス テ ム を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ４ ５ 】
と こ ろ で 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 ５ に お い て は 、 指 紋 デ ー タ の 登 録 を 、 実 施 の 形 態 １ の 場 合
と 同 様 に 実 行 す る こ と と し て い る が 、 そ の 登 録 の 手 法 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な い 。
す な わ ち 、 本 実 施 形 態 で は 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ と 、 個 々 の 特 徴 点 デ ー
タ の 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 で の 重 複 数 と が 登 録 合 成 デ ー タ に 含 ま れ て い れ ば よ く 、 例
え ば 、 実 施 の 形 態 ４ に お け る 方 法 で そ の 登 録 を 行 う こ と と し て も よ い 。
【 ０ １ ４ ６ 】
尚 、 上 述 し た 実 施 の 形 態 ５ に お い て は 、 処 理 部 ２ ２ が 、 上 記 ス テ ッ プ １ ８ ０ お よ び １ ９ ０
の 処 理 を 実 行 す る こ と に よ り 前 記 第 ９ の 発 明 に お け る 「 相 対 位 置 関 係 変 更 手 段 」 が 、 上 記
ス テ ッ プ １ ８ ４ に お い て 第 １ 認 証 後 デ ー タ を 生 成 し 、 上 記 ス テ ッ プ １ ９ ４ に お い て 第 ２ 認
証 後 デ ー タ を 生 成 す る こ と に よ り 前 記 第 ９ の 発 明 に お け る 「 第 ｎ 認 証 後 デ ー タ 生 成 手 段 」
が 、 上 記 ス テ ッ プ ２ ０ ０ に お い て 、 第 １ 認 証 後 デ ー タ の カ ウ ン タ 数 の 総 和 、 お よ び 第 ２ 認
証 後 デ ー タ の カ ウ ン タ 数 の 総 和 を 求 め る こ と に よ り 前 記 第 ９ の 発 明 に お け る 「 カ ウ ン タ 数
総 和 演 算 手 段 」 が 、 上 記 ス テ ッ プ ２ ０ ０ に お い て 最 適 な 相 対 位 置 関 係 を 特 定 す る こ と に よ
り 前 記 第 ９ の 発 明 に お け る 「 相 対 位 置 関 係 特 定 手 段 」 が 、 特 定 さ れ た 相 対 位 置 関 係 に 対 し
て 上 記 ス テ ッ プ １ ８ ４ に お い て 第 １ 一 致 数 を 算 出 し 、 か つ 、 上 記 ス テ ッ プ １ ９ ４ に お い て
第 ２ 一 致 数 を 算 出 す る こ と に よ り 前 記 第 ９ の 発 明 に お け る 「 第 ｎ 一 致 数 取 得 手 段 」 が 、 特
定 さ れ た 相 対 位 置 関 係 に 対 し て 上 記 ス テ ッ プ １ ８ ４ に お い て 第 １ 不 一 致 数 を 算 出 し 、 か つ
、 上 記 ス テ ッ プ １ ９ ４ に お い て 第 ２ 不 一 致 数 を 算 出 す る こ と に よ り 前 記 第 ９ の 発 明 に お け
る 「 第 ｎ 不 一 致 数 取 得 手 段 」 が 、 そ れ ぞ れ 実 現 さ れ て い る 。
【 ０ １ ４ ７ 】
【 発 明 の 効 果 】
こ の 発 明 は 以 上 説 明 し た よ う に 構 成 さ れ て い る の で 、 以 下 に 示 す よ う な 効 果 を 奏 す る 。
請 求 項 １ 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 単 独 の 登 録 指 紋 デ ー タ を 記 憶 す る の を 避 け て 、 恒 常 的 に は
、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ を 合 成 す る こ と で 生 成 さ れ た 登 録 合 成 デ ー タ だ け を 記 憶 さ せ て お
く こ と が で き る 。 こ の た め 、 本 発 明 に よ れ ば 、 ユ ー ザ ー の 指 紋 デ ー タ が 単 独 で 流 出 ま た は
盗 用 さ れ る の を 確 実 に 防 ぐ こ と が で き る 。
【 ０ １ ４ ８ 】
請 求 項 ２ 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ を 求 め る こ と に よ り
、 登 録 合 成 デ ー タ を 簡 単 に 生 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ４ ９ 】
請 求 項 ３ 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ を 求 め る と 共 に 、 そ
れ ら の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 積 デ ー タ を 求 め る こ と に よ り 、 個 々 の 登 録 指 紋 デ ー タ に 含 ま
れ る 全 て の デ ー タ と 、 そ れ ら の デ ー タ の 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 で の 重 複 数 と に 関 す る
情 報 を 含 む 登 録 合 成 デ ー タ を 簡 単 に 生 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ５ ０ 】
請 求 項 ４ 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ を 、 論 理 積 デ ー タ の デ ー タ 数 を 最 大
と す る 相 対 位 置 関 係 で 合 成 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 登 録 合 成 デ ー タ 中 に 、 複 数 の 登
録 指 紋 デ ー タ に お い て 重 複 す る デ ー タ を 数 多 く 含 ま せ る こ と が で き る た め 、 後 の 認 証 の 際
に 、 高 い 認 証 レ ベ ル を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ １ ５ １ 】
請 求 項 ５ 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ に 関 す る 情 報 を 含 む 対 照 用 登 録 合 成
デ ー タ を 用 い て 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と が で き る 。 こ の た め 、 本 発 明 に よ れ ば 、 指 紋 デ
ー タ の 単 独 で の 流 出 乃 至 盗 用 を 確 実 に 防 ぐ こ と が で き る 。
【 ０ １ ５ ２ 】
請 求 項 ６ 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ で 構 成 さ れ る 対 照 用
登 録 合 成 デ ー タ を 、 第 １ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ と 対 照 さ せ る こ と に よ り 、 第 １ 一 致 数 、 お よ
び 第 １ 不 一 致 数 を 求 め る こ と が で き る 。 更 に 、 こ の 発 明 に よ れ ば 、 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ
に 含 ま れ る デ ー タ の う ち 、 何 れ の 認 証 指 紋 デ ー タ に も 含 ま れ な い も の の 数 を 登 録 合 成 デ ー
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タ 不 一 致 数 と し て 求 め る こ と が で き る 。 そ の う え で 、 少 な く と も そ れ ら の 一 つ に 基 づ い て
、 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ５ ３ 】
請 求 項 ７ 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ と 、 そ の 論 理 和 デ ー
タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の 、 上 記 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ 内 で の 重 複 数 と に 関 す る 情 報 を
含 む 登 録 合 成 デ ー タ を 、 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ と 対 照 さ せ る こ と に よ り 、 第 ｎ 一 致 数 、 第
ｎ 不 一 致 数 （ １ ≦ ｎ ≦ Ｎ ） 、 お よ び 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 を 求 め る こ と が で き る 。 そ の
う え で 、 少 な く と も そ れ ら の 一 つ に 基 づ い て 、 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ５ ４ 】
請 求 項 ８ 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ の 論 理 和 デ ー タ で 構 成 さ れ る 対 照 用
登 録 合 成 デ ー タ を 、 複 数 の 認 証 指 紋 デ ー タ の そ れ ぞ れ と 対 照 さ せ る こ と に よ り 、 第 ｎ 一 致
数 、 第 ｎ 不 一 致 数 、 お よ び 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 を 求 め る こ と が で き る 。 そ の う え で 、
少 な く と も そ れ ら の 一 つ に 基 づ い て 、 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ５ ５ 】
請 求 項 ９ 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ を 、 第 ｎ 指 の 認 証 指 紋 デ ー タ と 対 照
さ せ る 際 に 、 第 ｎ 認 証 後 デ ー タ に 含 ま れ る 個 々 の デ ー タ の 重 複 数 の 和 が 最 少 と な る よ う に
両 者 の 相 対 位 置 関 係 を 特 定 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 複 数 の 登 録 指 紋 デ ー タ に お い て
重 複 し て い る も の と し て 対 照 用 登 録 合 成 デ ー タ 中 に 記 憶 さ れ て い る デ ー タ 、 つ ま り 、 第 ｎ
指 の 指 紋 デ ー タ で あ る 確 率 の 高 い デ ー タ が 優 先 的 に 一 致 す る よ う に 相 対 位 置 関 係 が 決 定 さ
れ る 。 そ の う え で 、 第 ｎ 一 致 数 、 第 ｎ 不 一 致 数 、 お よ び 登 録 合 成 デ ー タ 不 一 致 数 の 少 な く
と も １ つ に 基 づ い て 、 認 証 の 可 否 を 決 定 す る こ と が で き る た め 、 高 い 認 証 レ ベ ル を 実 現 す
る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ の シ ス テ ム の 構 成 を 説 明 す る た め の ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に お け る 登 録 作 業 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る
。
【 図 ３ 】 図 ２ に 示 す 登 録 作 業 に お い て 扱 わ れ る デ ー タ の イ メ ー ジ を 説 明 す る た め の 図 で あ
る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に お け る 認 証 作 業 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る
。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に お け る 登 録 ・ 認 証 作 業 の 具 体 例 を 説 明 す る た め の 図 で あ
る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に お け る 登 録 作 業 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る
。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に お け る 認 証 作 業 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る
。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に お け る 登 録 ・ 認 証 作 業 の 具 体 例 を 説 明 す る た め の 図 で あ
る 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ３ に お け る 認 証 作 業 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る
。
【 図 １ ０ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ３ に お け る 登 録 ・ 認 証 作 業 の 具 体 例 を 説 明 す る た め の 図 で
あ る 。
【 図 １ １ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ４ に お け る 登 録 作 業 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ
る 。
【 図 １ ２ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ５ に お け る 認 証 作 業 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ
る 。
【 図 １ ３ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ５ に お け る 登 録 ・ 認 証 作 業 の 具 体 例 を 説 明 す る た め の 図 で
あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ ０ ， ２ ０ 　 指 紋 セ ン サ
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１ ２ ， ２ ２ 　 処 理 部
１ ４ ， ２ ４ 　 記 憶 部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ ３ 】
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